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民法（遺言関係）部会資料 15 

 

民法（遺言関係）等の改正に関する要綱案のたたき台⑵ 

 

（前注）下線部は部会資料１４－１から実質的な変更がある部分を示す。 

 5 

第１ 普通の方式におけるデジタル技術を活用した新たな遺言の方式等の創設 

１ 新たな遺言の方式に関する規律 

 ⑴ 民法第９６７条（普通の方式による遺言の種類）の規律を以下のように

改めるものとする。 

   遺言は、自筆証書、保管証書、公正証書又は秘密証書によってしなけれ10 

ばならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでな

い。（注１） 

 ⑵ 保管証書遺言として、以下のような規律を設けるものとする。 

  ア 本則（民法関係） 

(ｱ) 保管証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなけれ15 

ばならない。 

① 遺言者が、遺言の全文（電磁的記録に記録された証書にあっては、

遺言の全文及び氏名）が記載され、又は記録された証書について、

署名又はこれに代わる措置として法務省令で定めるものを講ずる

こと（注２）。 20 

② 遺言者が、遺言書保管官（法務局における遺言書の保管等に関す

る法律（平成３０年法律第７３号）（以下「遺言書保管法」という。）

第３条に規定する遺言書保管官をいう。）の前で、その証書に記載

され、又は記録された遺言の全文を口述すること。 

(ｲ) (ｱ)によりした遺言は、遺言書保管法の定めるところにより当該遺25 

言に係る証書を保管しなければ、その効力を生じない。 

   イ 口がきけない者の特則（民法関係） 

     口がきけない者が保管証書によって遺言をする場合には、遺言者は、

遺言書保管官の前で、遺言の全文を通訳人の通訳により申述し、又は自

書して、ア(ｱ)②の口述に代えなければならない。 30 

   ウ 相続財産の目録の特則（民法関係） 

     ア(ｱ)②及びイにかかわらず、遺言書保管官が保管証書と一体のもの

として記載され、又は記録された相続財産の全部又は一部の目録を遺

言者に閲覧させることその他の法務省令で定める措置を講ずるときは、

その目録については、ア(ｱ)②の口述又はイによる通訳人の通訳による35 



 

 

- 2 - 

 

申述若しくは自書を要しない。 

   エ 遺言書保管法関係 

(ｱ) 保管の申請手続 

① アからウまでの規律により保管証書によって遺言をしようとす

る者は、遺言書保管官に対し、保管証書遺言書の保管の申請をしな5 

ければならない（注３）。 

  ②  ①の申請に係る保管証書遺言書は、法務省令で定めるところに

より作成したものでなければならない（注４）。 

③  ①の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところに

より、保管証書遺言書、申請情報及び添付情報を遺言書保管官に提10 

供しなければならない。 

    (ｲ) 外国語による保管証書遺言書の保管の申請手続 

(ｱ)に加え、申請人は、保管証書遺言書の遺言の全文が外国語によ

り記載され、又は記録されている場合には、その遺言の全文の日本語

による翻訳文の遺言書保管官への提供及びア(ｱ)②の口述（当該口述15 

に代えてするイの通訳人の通訳による申述又は自書を含む。以下同

じ。）の通訳をさせる措置その他の当該口述がされたことを遺言書保

管官において確認するために必要な措置として法務省令で定めるも

のを講じなければならない。 

    (ｳ) 本人確認、口述の手続 20 

① 遺言書保管官は、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、

当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、出頭を求め、

当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定め

る事項を示す資料の提示若しくは提供又はこれらの事項について

の説明を求めるものとする（注５）。 25 

② 遺言書保管官は、申請人からの申出があり、かつ、当該申出を相

当と認めるときは、①にかかわらず、法務省令で定めるところによ

り、遺言書保管官及び申請人が映像と音声の送受信により相手の

状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、

①に規定する提示若しくは提供又は説明をさせることができる。 30 

③ 遺言書保管官は、申請人からの申出があり、かつ、当該申出を相

当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、遺言書保管官

及び申請人（遺言書保管官が通訳人に通訳をさせる場合にあって

は、遺言書保管官並びに申請人及び当該通訳人）が映像と音声の送

受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることがで35 

きる方法によって、ア(ｱ)②の口述をさせ、又は(ｲ)の法務省令で定
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める措置を講じさせることができる（注６）。 

(ｴ) 保管の手続 

① 保管証書遺言書の保管は、書面をもって作成されたものは遺言

書保管所の施設内において行い、電磁的記録をもって作成された

ものは保管証書遺言書に記録された事項を②の遺言書保管ファイ5 

ルに記録することによって行う。 

② 保管証書遺言書に係る情報の管理は、保管証書遺言書に記録さ

れた事項（書面をもって作成されたものにあっては、保管証書遺言

書の画像情報）のほか、保管証書遺言書の保管を開始した年月日等

を、遺言書保管ファイルに記録することによって行う（注７）。 10 

（注１）保管証書について、「ア(ｱ)①に従って作成され、かつ、同②の口述（当

該口述に代えてするイの通訳人による申述又は自書を含む。）がされる証

書であって、遺言書保管法の定めるところにより保管されるものをいう。」

のような定義を定めるものとする。 

（注２）署名に代わる措置として、法務省令において、電磁的記録の場合には電15 

子署名（電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２年法律第１０２号）

第２条第１項に規定する電子署名をいう。）を行うこと、遺言者が書面に

署名することができない場合にあっては、証書への氏名の記載を要件とす

るとともに、遺言書保管官をしてその旨を遺言書保管ファイルに記録する

ことを定めることを想定している。 20 

（注３）法務省令において、電子情報処理組織を使用する方法又は書面を提出す

る方法により、申請をする旨を定めることを想定している。 

（注４）法務省令において、電磁的記録の場合には、ファイル形式及び拡張子、

データサイズ等を、書面の場合には、無封のものとし、かつ、余白のサイ

ズ等の様式を、それぞれ定めることを想定している。 25 

（注５）法務省令において、個人番号カード（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２

条第７項に規定する個人番号カードをいう。）等の顔写真付きの本人確認

資料の提示若しくは提供を求める旨を定めることを想定している。 

（注６）遺言書保管官において、遺言者の周囲に介助者、機器の操作補助者以外30 

の他人がいないことを求め、遺言者の周囲に介助者、機器の操作補助者以

外の他人が存在することなどがうかがわれる場合にはウェブ会議の利用

を中止し、遺言者に出頭させるものとする運用を想定している。 

（注７）遺言書保管ファイルには、本文記載の事項のほか、遺言者の氏名、出生

の年月日、住所及び本籍（外国人にあっては、国籍）、受遺者及び遺言執行35 

者の氏名又は名称及び住所、保管証書遺言書が保管されている遺言書保管
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所（電磁的記録をもって作成された保管証書遺言書の場合は当該遺言書の

保管の申請に係る遺言書保管所）の名称及び保管番号等、その他法務省令

で定める事項を記録することを想定している。また、政令又は法務省令に

おいて、相続人等は、特別の事由があるときは、（遺言書保管ファイルに記

録されない）申請書の添付書類等の閲覧又は謄本の交付等の請求をするこ5 

とができる旨を定めることを想定している。 

 

（補足説明） 

１ 部会資料１４－１からの変更点 

  ①本文１⑴の（注１）として、保管証書の定義を定めるものとし、その内容10 

を記載したこと、②本文１⑵ア(ｱ)②及びウについて、遺言書保管官が財産目

録を遺言者に閲覧させることその他の法務省令で定める措置を講ずるときは、

財産目録の口述を要しない旨規律を設けるものとしたこと、③本文１⑵エ(ｲ)

について、外国語で記載等がされた遺言書を保管証書遺言の対象とした上で、

その遺言の全文の日本語による翻訳文の提供及び口述の通訳をさせる措置そ15 

の他の当該口述がされたことを遺言書保管官において確認するために必要な

措置として法務省令で定めるものを講じなければならない旨規律を設けるも

のとしたこと、④本文１⑵エ(ｳ)③の（注６）として、遺言書保管官において

遺言者の周囲に介助者等以外の他人がいないことを求め、遺言者の周囲に他

人が存在することなどがうかがわれる場合にはウェブ会議の利用を中止し、20 

遺言者に出頭させるものとする運用を想定している旨記載したこと、⑤本文

１⑵エ(ｴ)②の（注７）として、遺言書保管ファイルに記録する事項の具体例

のほか、政令又は法務省令において、相続人等が、遺言書保管ファイルに記録

されない申請書の添付書類等の閲覧又は謄本の交付の請求等をすることがで

きる旨を定めることを想定している旨記載したこと、⑥その他字句等の修正25 

をしたことが変更点である。 

 

２ 前回会議での指摘についての考え方 

 ⑴ 「保管証書」との呼称 

   前回会議では、「保管証書」という文言について、様々な場面で、供託義30 

務者が所定の金銭を供託したことを証するため監督官庁に対し供託書正本

を提出した場合に、監督官庁が供託者に保管証書を交付するものとされて

いること（一例として、公認会計士法施行規則（（平成１９年内閣府令第８

１号））７１条５項等参照）や、自筆証書遺言書保管制度を利用する遺言書

と区別する必要があることから、別の表現が望ましいのではないかとの指35 

摘があった。 
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   この点について、本文１⑴の（注１）のとおり、保管証書の内容を明確に

するため、保管証書の定義に関する規律を設けてその内容を記載している

ところ、その内容のとおり、保管証書は、遺言の全文が記載された証書に署

名等をすることによって作成され、かつ、証書に記載された遺言の全文の口

述がされた後、証書が保管されることを要件とするものであって、保管をし5 

なければ効力が生じないという点において自筆証書とはその性質を異にす

るものであるから、「保管」という文言がその証書の性質を示すものである

といえる。そして、「保管」という文言を用いることによって、有効な遺言

となるために保管（その前提として遺言の全文の口述等の手続が必要であ

ることを含む。）が必要であることが示され、後記⑵のような自筆証書遺言10 

と保管証書遺言との関係性を示す上でも、新たな遺言の方式の呼称に関し

て「保管」という文言を用いることが有用であると考えられる。なお、現在

の実務において「保管証書」という文言が用いられる場面と遺言の新たな方

式における「保管証書」という文言が用いられる場面とは異なる上、新たな

遺言の方式については、一般に「保管証書遺言」又は「保管証書遺言書」と15 

いう文言で用いられることが想定されることからすれば、実務上の混乱が

生じるとも考え難い。 

   また、令和５年成立の民事関係手続等における情報通信技術の活用等の

推進を図るための関係法律の整備に関する法律により、公正証書について

は、電磁的記録をもって作成されるものと書面をもって作成されるものを20 

含むものとして「証書」という文言を用いることとされ、公正証書遺言につ

いても上記の両者を含む概念として「証書」という語が用いられていること

からすれば、それと同様に、新たな遺言の方式においても、上記の両者を含

む概念として「証書」との文言を用いることが相当であると考えられる。な

お、「〇〇証書（遺言）」との文言を用いることは、他の普通の方式の呼称と25 

も整合的であり、国民にとっても分かりやすいと考えられる。 

   以上のような考え方を踏まえ、本文では、「保管証書（遺言）」という文言

を用いることとしている。 

 ⑵ 自筆証書遺言と書面をもって作成する保管証書遺言との関係 

   前回会議では、自筆証書遺言として成立した遺言書について、遺言者の選30 

択肢を広く認める観点等から、遺言者が、自筆証書遺言書としての保管の申

請をするのか、保管証書遺言書としての保管の申請をするのかを選択して

申請することを認めた上で、後者として保管がされた場合、自筆証書遺言と

しての効力と保管証書遺言としての効力を有することとなるところ、保管

の申請の撤回がされた場合には保管証書遺言としては撤回されたものとみ35 

なされる一方で、返還された遺言書は自筆証書遺言として効力を有し、当該
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遺言書を破棄することによって自筆証書遺言としての効力を失わせること

ができるとする考え方に賛成する意見が複数あり、これに反対する意見は

なかった。 

   そのため、部会資料１４－１と同様、上記の考え方を前提とする本文の規

律を維持した上で、上記の取扱いについては、一般的な周知とともに、保管5 

された遺言書を返還する際にその旨説明をすることが必要であるとの指摘

も踏まえ、法務局においては、その点の説明を含めて適切に周知広報を行う

ことが考えられる。 

 ⑶ 全文の口述と財産目録との関係 

   前回会議では、本文１⑵ア(ｱ)②の要件に関し、遺言者が、別紙として添10 

付された財産目録の内容を認識した上で遺言の全文を口述する必要がある

との考え方に賛成する意見が複数あった上で、それを担保する在り方につ

いては、財産目録を含めて遺言の全文を口述することが考えられるとの指

摘や、遺言書保管官が遺言者の当該認識を確認するために求められる行為

を省令又は通達で明確化する必要があるとの指摘があった。 15 

   この点について、常に遺言者による財産目録の口述を求めるとすると、財

産目録の内容によってはその口述に時間を要することとなり、遺言者等の

負担となり、利便性を欠くこととなると考えられる。また、遺言者に財産目

録の要旨を口述させるものとした場合には、財産目録の要旨に当たるかど

うかの判断に疑義が生じ得るとも考えられる。 20 

そこで、本部会資料では、本文１⑵ア(ｱ)②及びウのとおり、遺言書保管

官が財産目録を遺言者に閲覧させることその他の法務省令で定める措置を

講ずるときは、その目録については、口述を要しないものとする規律を設け

ることを提案している。すなわち、遺言者としては、財産目録の内容を含め、

遺言の全文を認識して口述することが求められるところ、遺言書保管官が25 

財産目録の内容を閲覧させるなどして遺言者がその内容を認識している場

合には、財産目録の口述を要しないとすることが相当と考えられる。同様に、

上記の法務省令で定める措置については、遺言者がその内容を認識してい

ることを外形的に担保する措置である必要があると考えられる。 

 ⑷ 外国語の遺言書 30 

  ア 前回会議では、外国語で記載等がされた遺言書を保管証書遺言の対象

外とすることは相当でないこと、遺言書は遺言者の最終意思が現れるも

のであることから遺言者が理解している言語に基づくものであることが

適当であること、遺言者が翻訳文を自ら準備して遺言書保管官に提供す

る以上、遺言書と翻訳文との齟齬が生じることは通常考え難く、通訳人の35 

通訳を介することでその点の正確性についても担保することができると
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考えられることなどを踏まえ、外国語で記載等がされた遺言書を保管証

書遺言の対象とすることとした上で、当該口述の適正性を確保するため、

遺言書保管官は、申請人に対し、その遺言の全文の日本語による翻訳文を

提供させるとともに、通訳人に通訳をさせるものとするとの考え方に賛

成する意見が多数であり、これに反対する意見はなかった。 5 

    その上で、部会資料１４－１に記載のとおり、今後のデジタル技術の動

向や遺言書保管所の設備の状況等によっては、例えば、遺言書保管官の用

意する文字起こしソフトを使用して、遺言書保管官の指示に従って遺言

者に口述を行わせ、遺言書保管官において、その文字起こしと遺言書（い

ずれも外国語）とを比較対照することによって、その口述が適正に行われ10 

たことを確認することができる可能性もあることを踏まえ、法務省令に

こうした措置を規定することができるよう、翻訳文の提供及び通訳人の

通訳に準ずるものとして、「当該口述がされたことを遺言書保管官におい

て確認するために必要な措置として法務省令で定めるもの」を講じる旨

の規律を設けることが考えられる。そこで、本部会資料では、本文１⑵エ15 

(ｲ)のとおり、上記の考え方に基づく規律を提案している。この点、遺言

書に日本語と外国語が混在している場合も考えられるが、上記の考え方

によれば、外国の地名・人名等の固有名詞や日本語として広く使われてい

るような外国語を除き、翻訳文の提供等が必要であると考えられる。 

なお、上記のとおり、基本的に想定される事態ではないものの、仮に、20 

遺言書と日本語による翻訳文の相違が事後に判明した場合、翻訳文は遺

言書そのものではないことからそのことを理由として直ちに遺言が無効

となるものではないものの、その相違の内容及び程度によっては、遺言の

全文の口述を欠き、当該遺言が無効となる場合があると考えられる。 

  イ 前回会議では、外国語の遺言書を保管した場合、その遺言執行を円滑に25 

する観点から、保管の申請時に遺言書保管所に提供された日本語の翻訳

文を相続人等にも提供されることが望ましい旨の指摘があった。 

    この点について、現行の自筆証書遺言書保管制度では、相続人等におい

て、遺言書保管ファイルに記録された事項について遺言書情報証明書と

して提供を受けることができるものの、日本語による翻訳文は遺言書で30 

はなく、申請書の添付書類にすぎないことから、遺言書保管ファイルには

記録されておらず、遺言書情報証明書にも記載がされないこととされて

いる。 

もっとも、申請書の添付書類は、申請書とともに遺言書保管所に保存さ

れ、相続人等の閲覧に供されることとされているから（法務局における遺35 

言書の保管等に関する政令（令和元年政令第１７８号）第１０条第３項参
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照）、申請書の添付書類の一つである翻訳文についても、遺言書保管所に

保存され、相続人等の閲覧に供されている。 

保管証書遺言においても、同様に、翻訳文を遺言書保管所において保存

し、相続人等の閲覧に供することが考えられるほか、保管証書遺言の場合

には、通訳人による通訳と遺言書の日本語による翻訳文との一致を確認5 

して「全文の口述」要件が満たされることを確認することになり、翻訳文

がより重要な位置付けを有することを踏まえ、本文１⑵エ(ｴ)②の（注７）

に記載したように、政令又は法務省令において、相続人等が翻訳文の謄本

の交付請求等をすることができるとすることを想定している。 

 ⑸ 本人確認の在り方 10 

 前回会議では、本文１⑵エ(ｳ)①の（注５）について、本人確認資料の券

面の偽造等があり得るため、ｅＫＹＣと同様のレベルでの保管の申請時の

本人確認が求められるとの指摘や、ウェブ会議において、遺言書保管官が目

視で遺言者の同一性を確認するには限界があるから、技術的な措置による

担保が必要ではないかとの指摘があった。 15 

この点について、上記（注５）においては、法務省令において、具体的な

本人手続の在り方として、個人番号カード等の顔写真付きの本人確認資料

の提示若しくは提供を求める旨を定めることを想定していると記載してい

るものの、その具体的な内容については、施行時点における諸状況を踏まえ

て定められることが想定され、デジタル技術の進展・普及等の状況を踏まえ、20 

他の制度で認められている本人確認方法と同様、いわゆるｅＫＹＣと呼称

される本人確認方法である、顔写真付き本人確認書類に組み込まれたＩＣ

チップ情報等の送信を受ける方法や、マイナンバーカードに記録された署

名用電子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名が行われた

情報の送信を受ける方法等も含まれ得る。（注） 25 

そして、ウェブ会議を利用する場合については、それらの厳格な本人確認

方法を講じた上で、遺言書保管官が、申請人から事前に提供を受けた顔写真

のデータとウェブ会議の画面に映っている申請人の顔を照合し、申請人の

了承を得てウェブ会議の画像キャプチャを保存すること、ウェブ会議の画

像キャプチャ等は第三者によるなりすましの疑い等がある場合には事後に30 

相続人等が閲覧することができることとし、事後の検証を可能とすること

を想定しているため、第三者によるなりすましは相当程度防止できると考

えられる。 

 

（注）犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成１９年法律第２２号）では、金35 

融機関等による厳格な本人確認が求められているところ、具体的な本人確認方
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法としては、金融機関等が、顧客等から、マイナンバーカード等公的機関が発行

する顔写真付き本人確認書類の提示を受ける方法のほか、金融機関等が提供す

るソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報（当該ソフトウェアにより撮

影された顧客等の容貌）の送信及び顔写真付き本人確認書類に組み込まれたＩ

Ｃチップ情報の送信を受ける方法、マイナンバーカードに記録された署名用電5 

子証明書及び当該電子証明書により確認される電子署名が行われた情報の送信

を受ける方法等が定められている（犯罪による収益の移転防止に関する法律第

４条第１項第１号、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則（平成２

０年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・

国土交通省令第１号）第６条第１項、第７条参照）。 10 

 

 ⑹ 遺言の全文の口述の在り方 

 前回会議では、ウェブ会議の利用を認める場面について、他人が遺言書を

作成して保管の申請をする可能性がある上、遺言の全文を口述する際、周囲

に他人がいると、その他人の影響が及んでいるおそれがあり、真意性の担保15 

に十分ではないと考えられることから、遺言者の周囲に他人がいないこと

を求めるべきであるとの意見が複数あり、これに明確に反対する意見はな

かった。 

そこで、本文１⑵エ(ｳ)③の（注６）のとおり、遺言書保管官において、

遺言者の周囲に他人がいないことを求めること、具体的には、ウェブ会議の20 

開始時や途中の任意の時点において、遺言者にカメラを操作させ、周囲の全

方位を撮影させることなどを求めるものとすること（離れた場所からイヤ

ホン等を通じて遺言者に指示を与えることなどを防止するため、ヘッドセ

ット・イヤホンの使用を認めないなどとすることも考えられ、遺言者から補

聴器であるから必要であるとの説明があった場合には、その旨を記録化し25 

て保存し、事後に相続人等が閲覧することができるとすることも考えられ

る。）、遺言者の周囲に他人が存在することなどがうかがわれる場合にはウ

ェブ会議の利用を中止し、遺言者に出頭させることとする考え方を提案し

ている。 

その上で、身体等の障害を有する者やデジタル機器の操作に不慣れな者30 

においてもウェブ会議の利用を阻害しないようにする観点からは、介助者

及びウェブ会議に係る機器の操作補助者については同席を認め、当該同席

者の氏名、住所、同席の目的等を申し出させ、ウェブ会議の際には、当該者

の本人確認をするとともに、これらの記録（ウェブ会議の画像キャプチャを

含む。）を申請書類等と共に保存し、事後に疑義が生じた場合等には、申請35 

書類等と同様に、遺言者や相続人等が閲覧することができるものとするこ
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とが考えられる。この点、介助者及び機器の操作補助者については、推定相

続人や受遺者等の証人等の欠格事由に該当する者（民法第９７４条）は認め

ないことが望ましく、他に適切な者がいない場合にのみ介助者等として同

席を認めることが相当と考えられる。 

以上の点については、現時点でのデジタル技術の状況を踏まえたもので5 

あり、また、遺言者が遺言書保管所に出頭して遺言の全文の口述をする際も

基本的には同様であると考えられるところ、今後のデジタル技術の発展等

も踏まえて柔軟に適切な措置をとることができるよう、その旨を通達で定

めることを想定している。 

なお、前回会議では、遺言者の利便性を高める観点から、なるべく広くウ10 

ェブ会議を認めるべきである旨の指摘もあった。この点については、上記の

考え方をとる場合であっても、一定の場合に介助者等の同席を認めるので

あれば、遺言者の周囲に他人がいないことを求めることによってウェブ会

議の利用が制約される場面は想定し難く、その利用を認められる場面が不

当に狭くなることはないと考えられる。 15 

 ⑺ 遺言書保管官による記録化 

   前回会議では、遺言書保管官は、事後に紛争が生じた際のため、遺言者の

遺言能力の有無を一定程度確認できるような質問をしてそれを記録化する

ことや、遺言の全文の口述の際のやり取りを記録化することを検討すべき

である旨の指摘があった。 20 

   この点について、遺言書保管官は形式的審査を前提としており、遺言能力

の有無を審査の対象とするものではないことから、その審査の対象外の事

情を記録化することは相当ではなく、また、そのような審査能力のない者に

よる記録化は適当ではないとも考えられる。 

他方で、遺言者が遺言の全文を口述することができず、遺言書保管官がそ25 

のことを理由として却下するに至るような場合については、却下に至る判

断過程を明らかにするためにその過程を一定程度記録化する必要があると

考えられるほか、具体的な本人確認の方法（本人確認資料の種類、対面、オ

ンライン又は郵送による提供手段、ウェブ会議を利用する場合の画像キャ

プチャ等を含む。）、遺言の全文の口述の際の第三者（介助者等）の同席の有30 

無（同席者がいる場合の同席者の氏名、住所、同席の目的等を含む。）、口が

きけない者が遺言をした場合の方法（通訳人の通訳による申述の場合は通

訳人の氏名、住所を、自書の場合はその具体的な方法を、それぞれ含む。）、

外国語の遺言書の確認方法等については、遺言の方式要件等に従って適正

に遺言がされ、及び保管されたものであることを確認するため、記録化する35 

ことが必要であると考えられる。 
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そのため、上記の事項を遺言書保管ファイルに記録し、又はその他の方法

によって記録化し、一定の場合には相続人等が閲覧等を請求できるように

することを政令又は法務省令において定めることを想定していることから、

本文１⑵エ(ｴ)②の（注７）にその旨記載している。 

なお、口述の際のやり取り等を録音・録画して記録化することについては、5 

現時点で一般的に利用可能なデジタル技術では、そのデータ量が膨大とな

り保存が困難であるほか、ファイル形式によっては長期間経過後に再生す

ることが困難となる可能性もあると考えられるものの、政令又は法務省令

の規律の在り方を含め、遺言書保管官による運用に当たっては、デジタル技

術の進展等も踏まえながら、適切な記録化の方法、相続人等による閲覧の方10 

法等を検討する必要があると考えられる。 

 

２ 保管証書遺言書の保管制度の規律 

保管証書遺言書の保管制度として、以下のような規律を設けるものとす

る。 15 

⑴ 遺言者による保管証書遺言書等の閲覧請求等（注１） 

ア 遺言者は、遺言書保管官に対し、保管証書遺言書（書面に限る。）及

び遺言書保管ファイルの記録の閲覧を請求することができる（注２）。 

イ 遺言者は、特別の事由があるときは、遺言書保管官に対し、撤回がさ

れた申請に係る保管証書遺言書に係る閉鎖遺言書保管ファイルの記録20 

の閲覧を請求することができる。 

ウ 本文１⑵エ(ｳ)①及び②の規律は、ア及びイの請求について準用する。 

エ 遺言書保管官は、請求人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と

認めるときは、法務省令で定めるところにより、遺言書保管官及び請求

人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話25 

をすることができる方法によって、アの遺言書保管ファイル及びイの

閉鎖遺言書保管ファイルの記録の閲覧をさせることができる。 

⑵ 相続人等による遺言書情報証明書等の交付請求等（注１） 

ア 何人も、遺言書保管官に対し、自己を相続人等（相続人、受遺者、遺

言執行者等をいう。以下同じ。）とする保管証書遺言書（その遺言者が30 

死亡している場合に限る。以下同じ。）について、保管証書遺言書の保

管の有無（保管証書遺言書が保管されている場合には、その保管証書遺

言書の保管の申請に係る遺言書保管所の名称等を含む。）を証明する書

面の交付又は電磁的記録の提供を請求することができる（注３）。 

   イ 相続人等は、遺言書保管官に対し、アの保管証書遺言書について、そ35 

の保管証書遺言書（書面に限る。）及びその保管証書遺言書に係る遺言



 

 

- 12 - 

 

書保管ファイルの記録の閲覧を請求することができる（注２）。 

   ウ 相続人等は、特別の事由があるときは、遺言書保管官に対し、アの遺

言書について、撤回がされたその保管証書遺言書に係る閉鎖遺言書保

管ファイルの記録の閲覧を請求することができる。 

エ 相続人等は、遺言書保管官に対し、アの保管証書遺言書に係る情報等5 

を証明した書面の交付又は電磁的記録の提供を請求することができる

（注３）。 

⑶ 相続人等に対する通知 

ア 遺言書保管官は、⑵イの閲覧をさせ又は⑵エの書面を交付若しくは

電磁的記録を提供したときは、相続人等（⑵イ又はエの請求をした者を10 

除く。）に対し、保管証書遺言書を保管している旨を通知しなければな

らない。 

イ 遺言者は、当該遺言者の死亡後に、当該遺言者が指定する者に対し、

その申請に係る保管証書遺言書を保管している旨を遺言書保管官が通

知することの申出をすることができる（注１）。 15 

⑷ 遺言書の検認の適用除外 

民法第１００４条第１項の規定は、遺言書保管所に保管されている保

管証書遺言書については、適用しない。 

 （注１）法務省令において、電子情報処理組織を使用する方法又は書面を提出する

方法により、請求、申出をする旨を定めることを想定している。 20 

（注２）保管証書遺言書の原本を必要とする請求については、当該遺言書を保管し

ている遺言書保管所の遺言書保管官に対してのみすることができるものとす

る。 

（注３）法務省令において、⑵ア及びエの電磁的記録には、遺言書保管官が電子署

名を行う旨を定めることを想定している。 25 

 

（補足説明） 

１ 部会資料１４－１からの変更点 

字句等の修正をしたほか、部会資料１４－１から実質的な変更はない。 

 30 

２ 前回会議での指摘についての考え方 

  前回会議では、デジタル完結を図る観点から、書面をもって作成された保管

証書遺言書について、当該遺言書をスキャンし、電磁的記録として保管するこ

とが考えられるとの指摘があった。 

  この点について、書面をもって作成された保管証書遺言書については、相続35 

人等において、その原本の形状等を確認したいとのニーズがあると考えられ、
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その原本を遺言書保管所において保管する必要性が一定程度認められるほか、

当該遺言書を保管せずに遺言書へ返却する仕組みとする場合、郵送で当該遺

言書の郵送を受け付けた際には遺言者の自宅等へ郵送することになると考え

られるが、遺言者の家族が遺言書本人に代わって当該遺言書を受け取り、その

内容を閲覧するおそれなども生じ得ると考えられる。 5 

そのため、遺言書保管官は、当該遺言書を遺言書保管所において保管すると

ともに、その画像情報を遺言書保管ファイルに記録することによって管理す

ることを想定している。 

 

３ 保管証書遺言書の保管の申請の撤回に関する規律 10 

  保管証書遺言書の保管の申請の撤回について、以下のような規律を設け

るものとする。 

⑴ 遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、保管の申請を撤回すること

ができる。 

⑵ 本文１⑵エ(ｳ)①及び②の規律は、３⑴の撤回について準用する。 15 

⑶ 遺言書保管官は、遺言者が３⑴の撤回をしたときは、遅滞なく、遺言書

保管所に保管している保管証書遺言書（書面に限る。）を返還しなければ

ならない。この場合において、遺言書保管官は、遅滞なく、管理している

その保管証書遺言書に係る情報を遺言書保管ファイルから消去するとと

もに、当該情報その他法務省令で定める情報を、閉鎖遺言書保管ファイル20 

に記録しなければならない（注）。 

⑷ 遺言者が３⑴の撤回をしたときは、その保管証書遺言書については、遺

言を撤回したものとみなす。 

 （注）法務省令において、保管の申請の撤回がされた年月日等を閉鎖遺言書保管フ

ァイルに記録する情報として定めることを想定している。 25 

 

（補足説明） 

１ 部会資料１４―１からの変更点 

本文３⑶に閉鎖遺言書保管ファイルに記録する情報として、「その他法務省

令で定める情報」を追記し、字句等の修正をしたほかは、部会資料１４－１か30 

ら実質的な内容に変更はない。 

 

２ 前回会議での指摘についての考え方 

 前回会議では、閉鎖遺言書保管ファイルの記録事項について、遺言書に記載

等がされた情報のみではなく、保管の申請がされた日や撤回がされた日等も35 

記録することが考えられるとの指摘があった。 
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  この点について、閉鎖遺言書保管ファイルについては、遺言書に記載等がさ

れた情報に限らず、遺言書保管ファイルに記録された情報（遺言書の情報、保

管を開始した年月日等）を記録することを想定しているが、このほかに、保管

の申請の撤回がされた日についても相続人等が閲覧等をすることができる必

要があると考えられるため、閉鎖遺言書保管ファイルに記録することが考え5 

られる。 

そのため、保管の申請の撤回がされた日など相続人等において閲覧等をす

ることが有用な情報を閉鎖遺言書保管ファイルに記録することができるよう、

本文３⑶のとおり、同ファイルに記録する情報として、「その他法務省令で定

める情報」を追記する旨修正している。 10 

 

第２ 自筆証書遺言の方式要件の在り方 

第９６８条第１項を以下のように改めるものとする。 

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を

自書しなければならない。 15 

その他、財産目録の毎葉にする押印要件（同条第２項）及び加除その他

の変更の際の押印要件（同条第３項）についても廃止するものとする。 

 

（補足説明） 

１ 部会資料１４－１の第２と同様に、自筆証書遺言における押印要件を廃止20 

することを提案している。 

２ 前回会議では、押印は不要となるものの、引き続き遺言書の完成の確保が重

要であることを条文上明確にするため、第９６８条第１項について、柱書を

「自筆証書遺言によって遺言をするには、次に掲げるものを自書しなければ

ならない。」とした上で、各号に「全文」、「日付」、「氏名」をそれぞれ記載す25 

るべきではないか、との指摘があった。 

この点について検討すると、押印要件を廃止することに伴い、全文、日付及

び氏名の自書要件に関する解釈を変更することは想定していないことから、

現行法の条文の構成等を基本的に維持することが望ましいと考えられること、

民法やその他の法律における同様の用例も見当たらないことからすると、押30 

印要件を廃止した後も、引き続き遺言書の完成の確保が重要であることにつ

いて適切に周知等を行うこととして、同項については、本文記載のとおりとす

ることが考えられる。 

もっとも、同項の「氏名の自書」は、「署名」と意味において異ならないも

のの、押印の機会の減少に伴って「署名」が押印に代わるものとして認識され35 

つつあり、「署名」はその文言上、「氏名の自書」に比べ、文書の完成の確保の
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ために末尾にすべきものとのイメージを抱きやすいとも考えられる。また、自

書すべき範囲について定める第９６８条第２項では、「署名」との文言が用い

られていることからすると、同条第１項においても、「氏名の自書」に代えて

「署名」との文言を用いることとし、「自筆証書によって遺言をするには、遺

言者が、その全文及び日付を自書し、これに署名しなければならない。」とす5 

ることも考えられる。他方で、このように文言を改めた場合には、現行法にお

ける自書要件に実質的な変更をもたらすものではないにもかかわらず、その

変更がされたとの誤解が生じさせるおそれがあるとも考えられる。 

以上について、どのように考えるか。 

 10 

第３ 秘密証書遺言の方式要件の在り方 

秘密証書遺言における遺言者及び証人の押印要件（注１）については、廃

止するものとする。（注２） 

（注１）遺言者による証書への押印及び封印要件（民法第９７０条第１項第１号、第２

号）、遺言者及び証人による封紙への押印要件（同項第４号）のほか、加除その他15 

の変更の際の押印要件（同条第２項において準用する同法第９６８条第３項）を含

む。 

（注２）領事方式により秘密証書遺言をする場合は、遺言者及び証人の押印は要しない

旨定める民法第９８４条後段の規定については、削除するものとする。 

 20 

（補足説明） 

１ 部会資料１４－１の第３と同様に、秘密証書遺言における遺言者及び証人

の押印要件を廃止することを提案している。 

２ 前回会議では、秘密証書遺言における封印要件等が廃止されることから、

「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会い25 

がなければ、開封することができない。」と定める第１００４条第３項の規

定を見直す必要があるかどうかを検討すべきではないか、との指摘があっ

た。 

この点について検討すると、現行法上、秘密証書遺言は封印が方式要件と

されているため、全ての場合において同項が適用され、家庭裁判所における30 

開封手続が必要となる（中川善之助ほか「新版注釈民法（２８）相続（３）

遺言・遺留分」有斐閣コンメンタール３０４頁）一方、封印要件を廃止した

場合には、秘密証書遺言についても封印がある場合に限り同項が適用される

ことになり、開封手続が必要な範囲が変わることになる。それを回避するた

めに、同項の規律を見直して、秘密証書遺言については、封印の有無にかか35 

わらず、一律に開封手続を要するとすることが考えられる。 
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しかし、同項の趣旨は、遺言書の偽造・変造を防ぐことにあるところ、こ

れらを防ぐ必要性については、他の方式の遺言（検認手続の対象となる自筆

証書遺言や特別の方式の遺言）についても同様であることからすれば、秘密

証書遺言についてのみ、封印の有無にかかわらず、一律に開封手続を要する

とする理由は乏しいと考えられる。また、封印要件が廃止された後も、遺言5 

者が任意に封印を行うことは何ら否定されておらず、封印により開封手続を

要するものとすることで、偽造・変造のリスクの軽減を図ることも可能であ

る。 

これらを踏まえると、同項の規律は見直さないとすることが考えられる

が、どうか。（注） 10 

 

（注）なお、封入された遺言書については、全て開封手続が必要となるよう同項の規

律を見直すことについては、現行法の下での自筆証書遺言及び特別の方式の遺言

における開封手続が必要となる範囲や行政罰の対象となる行為（第１００５条参

照）を変更することになり、混乱を生じさせるおそれがあることから、相当では15 

ないと考えられる。 

 

第４ 特別の方式の遺言の方式要件の在り方 

１ 作成することができる場面の規律 

⑴ 船舶遭難者遺言については、第９７９条第１項の規律を見直し、以下の20 

ような規律を設けるものとする。 

船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫っ

た者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。

天災その他避けることのできない事変が発生した場合において、当該天

災又は当該事変から生じた重大かつ急迫の危難を避けることが困難な場25 

所に在って死亡の危急に迫った者についても、同様とする。 

⑵ 一般隔絶地遺言については、現行民法第９７７条の文言の解釈を明文

化し、規定の文言を明確化する観点から現行規定の文言を見直すことも

考えられるものの、作成場面に関する現行民法第９７７条の文言の解釈

や運用を変更するものではないことに加え、作成方法に関する規律を見30 

直すこととしていないことも考慮し、現行の規律を維持することでどう

か。 

 

（補足説明） 

１ 船舶遭難者遺言を作成することができる場面の規律 35 

 部会資料１４－１からの変更はない。 
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  「急迫の危難」については、それが天災その他避けることのできない事変か

ら生じていればよく、その種類・態様は問わないこととした上で、遺言者に対

する「危難」である必要がないことや、具体的に想定される状況等について具

体例を挙げつつ周知広報を徹底するものとしている。 

２ 一般隔絶地遺言を作成することができる場面の規律 5 

 部会資料１４－１では、「伝染病による行政処分その他の事情により交通が

途絶し、又は遮断された場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会

いをもって遺言書を作ることができる。」との規律を設けることが考えられる

一方で、現行の規律を維持することも考えられる旨を記載していたところ、本

文１⑵では、現行の規律を維持する方向性を記載している。 10 

このような考え方については、前回会議において、公証人法が改正され、公

証人が相当と認めるときには、ウェブ会議を利用して公正証書遺言が作成で

きることとされたことから、一般隔絶地遺言の存在意義はより小さくなった

ものと思われるものの、天災等で交通及び通信が遮断された場合であり、かつ

死亡の危急に迫っていないときなど、未だ一般隔絶地遺言が利用される場面15 

が想定されることを踏まえると、現行の文言の解釈を明文化することによる

不都合が生じる場合でない限りは、遺言の文言を明確化する観点から、これま

での部会における議論を踏まえて文言の見直しをすることが望ましいのでは

ないかとの意見もあった。 

もっとも、現行の一般隔絶地遺言の規定については、解釈上、伝染病に限ら20 

ず、一般社会との交通が事実上又は法律上自由になしえない場所にある者を

すべて含むものとされている点に異論はない。そして、船舶遭難者遺言におい

ては、本文１⑴のとおり作成場面に関し、現行規定の下で解釈上作成が認めら

れている場面も明文上含むものとするよう文言を改めることにとどまらず、

新たに作成が認められる場面（「天災その他避けることができない事変」）が加25 

えられ、かつ後述する本文２⑶のとおり作成方式に関しても新たな方式が追

加されるのに対し、一般隔絶地遺言においては、作成場面に関し、現行民法第

９７７条の文言又は解釈によって作成が認められている場面を実質的に変更

するものではなく、かつ作成方式に関しても見直すこととしていない。そのた

め、文言の見直しを行うか否かにかかわらず、現行民法第９７７条における解30 

釈・適用に変更を生じさせるものではない。そうすると、一般隔絶地遺言にお

ける作成場面については、引き続き現行の規定及びその解釈によることとし、

特段の文言の見直しを行わないこともなお考えられる。そこで、本文１⑵で

は、現行規定の文言を維持するとの方向性を記載している。 

 35 

２ 作成方法の規律 
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⑴ 現行法の規律 

作成方法に関する現行法の規律については、押印要件（民法第９７６条

第１項、第９７９条第３項及び第９８０条）を廃止するものとする。 

⑵ 死亡危急時遺言におけるデジタル技術を活用した新たな遺言の方式 

死亡危急時遺言については、第９７６条の規律に加えて以下のような5 

規律を設けるものとする。 

ア 第９７６条第１項の規定にかかわらず、次に掲げる状況を録音及び

録画を同時に行う方法により記録するときは、同項に規定する死亡の

危急に迫った者は、証人一人以上の立会いをもって、遺言をすることが

できる。 10 

➀ 証人の一人に遺言の趣旨を口授すること。 

➁ ➀の口授を受けた証人が、遺言の趣旨及び証人の氏名を書面に記

載し、又は電磁的記録に記録すること。 

③ ➁の証人が、➁の書面又は電磁的記録に記録された情報の内容を

表示したものを、遺言者に読み聞かせ、又は閲覧させ、遺言者がそ15 

の記載又は記録の正確なことを承認すること。 

イ アの規定により遺言をする場合には、遺言者は、遺言者及び証人が

映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をす

ることができる方法によって、証人を立ち会わせることができる。 

ウ 口がきけない者が遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺20 

言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、口授に代えなければならな

い。 

エ 遺言者が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は

申述を受けた者は、書面に記載された内容又は電磁的記録に記録され

た情報の内容を通訳人の通訳により遺言者に伝えて、読み聞かせに代25 

えることができる。 

オ ウ及びエの規定により通訳人に通訳をさせるときは、遺言者は、遺

言者及び証人が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態

を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、通訳人

に通訳をさせることができる。 30 

カ 第９７６条第４項及び第５項（死亡危急時遺言における家庭裁判所

による確認）の規定は、アからオまでの規定による遺言について準用

する。 

⑶ 船舶遭難者遺言におけるデジタル技術を活用した新たな遺言の方式 

船舶遭難者遺言については、第９７９条の規律に加えて以下のような35 

規律を設けることとしてはどうか。 
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ア 第９７９条第１項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると

きは、本文１⑴の死亡の危急に迫った者は、口頭で遺言をすることが

できる。 

① 証人一人以上の立会いをもって、口頭で遺言をする状況を録音及

び録画を同時に行う方法により記録するとき。 5 

② 口頭で遺言をする状況を録音及び録画を同時に行う方法により記

録し、その使用する電子計算機を用いてその記録を他人に送信する

とき。 

イ ア➀の規定により遺言をする場合には、遺言者は、遺言者及び証人

が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話を10 

することができる方法によって、証人を立ち会わせることができる。 

ウ 口がきけない者がアの規定により遺言をする場合には、遺言者は、

通訳人の通訳によりこれをしなければならない。 

エ ア➀の場合において、ウの規定により通訳人に通訳をさせるとき

は、遺言者は、遺言者及び証人が通訳人との間で映像と音声の送受信15 

により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法

によって、通訳人に通訳をさせることができる。 

オ アの規定に従ってした遺言は、証人の一人、利害関係人又はア②の

送信を受けた者から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なけ

れば、その効力を生じない。 20 

カ 第９７６第５項（家庭裁判所による確認）の規定は、オの場合につ

いて準用する。 

⑷ 死亡危急時遺言及び船舶遭難者遺言におけるデジタル技術を活用した

新たな遺言の方式における相続人の欠格事由等の規律 

  上記⑵及び⑶記載の新たな遺言の方式における相続人の欠格事由（第25 

８９１条）及び普通の方式による遺言の規定の準用（第９８２条におい

て準用する第９６８条第３項（自筆証書遺言の加除訂正）、第９７３条

（成年被後見人の遺言）、第９７４条（証人及び立会人の欠格事由）及

び第９７５条（共同遺言の禁止））については、以下のような規律を設

けるものとする。 30 

ア 相続人の欠格事由 

  相続人の欠格事由を規律する第８９１条第５号を改正し、次に掲げ

る者も、相続人となることができないものとする。 

相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、若しく

は隠匿した者又は死亡危急時遺言における新たな方式若しくは船舶遭35 

難者遺言における新たな方式により録音・録画された記録を不正に作
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り、破棄し、又は隠匿した者 

イ 普通の方式による遺言の規定の準用 

普通の方式による遺言の規定の準用を規律した第９８２条を改正

し、以下のような規律を設けるものとする。 

➀ 第９６８条第３項及び第９７３条から第９７５条までの規定は、5 

死亡危急時遺言における新たな方式について準用する。この場合に

おいて、第９６８条第３項（自筆証書遺言の加除訂正）の規定を準

用するときは、同項中「これを変更した旨を付記して特にこれに署

名しなければ」とあるのは、「これを変更した旨を記載し、又は記

録し、かつ、その状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録10 

しなければ」と読み替えるものとする。 

② 第９７３条から第９７５条までの規定は、船舶遭難者遺言におけ

る新たな方式について準用する。この場合において、第９７３条第

２項（成年被後見人の遺言）の規定を準用するときは、同項中、遺

言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の理15 

由により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を「遺言書に

記載し、又は記録して」とあるのは、その旨を「書面に記載し、又

は電磁的記録に記録して」と読み替えるものとする。 

⑸ 死亡危急時遺言及び船舶遭難者遺言におけるデジタル技術を活用した

新たな遺言の方式における検認手続等の規律 20 

上記⑵及び⑶記載の新たな遺言の方式における検認手続の規律（第１

００４条、第１００５条）及び遺言書又は遺贈の目的物の破棄に関する

規律（第１０２４条）について、以下のように規律を改めるものとする

ことでどうか。 

ア 第１００４条関係 25 

➀ 遺言書又は⑶アの録音・録画による記録の保管者は、相続の開始

を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を

請求しなければならない。遺言書又は⑶アの録音・録画による記録

の保管者がない場合において、相続人が遺言書又は⑶アの録音・録

画による記録を発見した後も、同様とする。 30 

② ➀の規定は、⑵ア及び⑶アにより遺言をした場合において、➀の

保管者の一人が➀の検認の請求をしたときは、その他の保管者につ

いては、適用しない。 

イ 第１００５条関係 

ア➀の規律により遺言書又は⑶アの録音・録画による記録を提出す35 

ることを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外
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において封印のある遺言書の開封をした者は、五万円以下の過料に処

する。 

ウ 第１０２４条関係 

遺言者が故意に遺言書又は⑶アの録音・録画による記録を破棄した

ときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみな5 

す。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。 

 

（補足説明） 

１ 現行法の規律（本文⑴） 

  本文⑴について、部会資料１４－１からの変更点はない。 10 

 

２ 死亡危急時遺言におけるデジタル技術を活用した新たな遺言の方式（本文

⑵） 

  本文⑵について、部会資料１４－１からの変更点はない。 

 15 

３ 船舶遭難者遺言におけるデジタル技術を活用した新たな遺言の方式（本文

⑶） 

⑴ 概要 

  本文⑶について、部会資料１４－１からの実質的な変更点はない。 

 もっとも、前回会議においては、仮に証人の氏名等の口述が不要であると20 

した場合には、証人にいかなる行為を要求するかが規律の文言上は明らか

ではないこととなるため、証人の役割をどのように考えるかを整理し、どの

ような場合に証人が立ち会っていたと評価するかについて検討する必要が

あるとの指摘があった。また、「他人に送信」するとの方式要件を設けるこ

とについては、当該方式要件がどのような役割を持つと考えるかを整理し25 

た上で、多種多様なデジタル技術が活用されている現代社会において、いか

なる行為であれば「他人に送信」する行為に該当すると考えるかについて検

討することが必要であるとの指摘もあった。これらの指摘を踏まえ、以下で

は、証人の役割や「他人に送信」との方式要件の意義及び役割を整理し、そ

の上で、それらの解釈の在り方等について検討することとする。 30 

⑵ 証人の役割等について 

ア 現行民法における証人の役割 

現行民法における公正証書遺言、秘密証書遺言、死亡危急時遺言、一般

隔絶地遺言、在船者遺言及び船舶遭難者遺言においては、証人の立会いを

要件としている。 35 

各方式の遺言において証人がどのような役割を負っているかについて
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は、民法上の「立会人」との区別とも関連して問題となるところ、通説に

よれば、証人は遺言が真実成立したこと、すなわち遺言が遺言者の真意に

基づくものであることを証明する者で、遺言の内容を関知する者である

のに対し、立会人は遺言作成の場に居合わせ、単に遺言成立の事実を証明

する者であるとされる。 5 

その上で、死亡危急時遺言においては、証人の一人が遺言者から口授を

受けて遺言の趣旨を筆記するとともに、各証人が筆記の正確なことを承

認した上で署名押印することとされているところ、遺言者の真意が正確

に伝達され、誤りを予防するためと、証人間の通謀を防ぐために証人三人

以上の立会いが必要とされている。また、船舶遭難者遺言においては、遭10 

難状況下において証人を得ることが困難な場合が想定されることを踏ま

え、証人は二人以上の立会いでよいとされており、証人は、遺言者が口頭

で遺言する内容を聞き、その遺言の趣旨を筆記した上で、これに証人全員

が署名押印することとされている。 

イ 新たな遺言の方式における証人の役割 15 

船舶遭難者遺言における新たな方式（本文⑶ア➀）においては、規律の

文言上は、証人に対し、遺言の内容を筆記するなどの特段の行為が求めら

れていないものの、果たすべき証人の役割としては、上記のような現行民

法における証人の役割と変わるところはないものと考えられ、証人は、遺

言が真実成立したこと、すなわち遺言が遺言者の真意に基づくものであ20 

ることを証明する役割を担っているものと考えられる。 

もっとも、新たな方式において方式要件とされている録音・録画は、撮

影範囲の映像と音声を機械的に記録して再生することを可能とするもの

であり、遺言者の口述を正確に記録して再生するとの観点に限っていえ

ば、証人の記憶以上の正確性を期待することができるものと考えられる。25 

このような録音・録画の特性を踏まえると、上記のような現行民法におけ

る証人の役割のうち、遺言が遺言者の真意によってなされたものである

ことを証明するための前提となる遺言者が口頭でした遺言の内容を正確

に記録して伝達する役割を録音・録画によって代替することができるも

のと考えられる。 30 

以上を踏まえると、新たな遺言の方式における証人は、遺言者が口頭で

遺言し、かつその状況を録音・録画していることを認識するとともに、当

該遺言の趣旨を記憶するのみならず、口頭で遺言している状況やその際

の周囲の状況等についても認識する役割を担い、後日遺言の有効性につ

いて紛争の生じた場合には、第三者からの働きかけの有無等も含めた遺35 

言時における状況や、当該録音・録画による記録の内容と自己の記憶する
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遺言者の口頭の遺言との齟齬の有無等を証言することなどが求められる

と考えられる。 

⑶ 「他人に送信する」との方式要件の意義及び役割並びに解釈の在り方等 

ア 意義及び役割 

(ｱ) 真正性を担保する機能 5 

「他人に送信する」との方式要件により、客観的な送受信履歴が残さ

れることとなるため、受信者の端末に残された送信者の情報（メールア

ドレス、アプリケーションのアカウント名等）や、関係者の陳述（当該

メールアドレスやアプリケーションを平素使用していたのは誰である

か等）から、遺言者が口頭で遺言する状況が録音・録画された記録が、10 

遺言者本人の意思に基づいて送信されたか否かを判断することが可能

となると考えられる。また、遺言者が、自己の所有しない端末を用いて

当該記録を送信することも想定されるが、遺言者の親族が所有する端

末を用いて送信された場合や、遺言者が勤務先等から貸与されていた

端末を用いて送信された場合であれば、当該端末の利用状況に関する15 

関係者の陳述等によって、当該記録が遺言者本人の意思に基づいて送

信されたか否かを判断することも可能であるものと考えられる。加え

て、仮に遺言者が偶然周囲にいた者の端末を借り受けて送信した場合

であっても、遺言者自身が管理するインターネット上のアカウント等

を用いてメール送信等がされた場合であれば、当該記録が遺言者本人20 

から送信されたか否かを検討することが可能であると考えられる。ま

た、仮に遺言者が偶然周囲にいた者の端末を借り受けて、他人のアカウ

ント等を用いてメール送信等がされた場合であっても、少なくとも送

信者は受信者のメールアドレス等の情報を認識している者であり、偶

然周囲にいた者の関係者の陳述や送信に用いられた端末の位置情報等25 

から、当該送信に用いられた端末の所持者が遺言者の周囲にいた可能

性の有無を判断することが可能であり、口頭で遺言する状況が録音・録

画された記録の内容や送信時の文面（当該記録の送信と同時又は近接

して送信されるメッセージやメール本文の内容等）等のその他の情報

を併せて検討することにより、当該記録が遺言者本人から送信された30 

か否かを検討することも可能であると考えられる。このような観点か

らは、「他人に送信する」との方式要件は、当該記録が遺言者本人の意

思に基づいて送信されたものであるかを検討し判断することを可能に

する機能を有していると考えられる。そして、当該記録が遺言者本人の

意思に基づいて送信されたものと判断できる場合であれば、当該記録35 

が、遺言者本人が口頭で遺言している状況が録音・録画された記録であ
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ることとあいまって、当該録音・録画により記録された口頭の遺言は、

遺言者本人の意思に基づくものであると考えることができると思われ

る。その意味で、「他人に送信する」との方式要件は、真正性を担保す

る機能を有していると考えられる。 

また、口頭で遺言する状況が録音・録画された記録そのものについて5 

は、ディープフェイク技術等を用いることにより偽造されるおそれが

あるとの指摘があることころ、たしかにそのようなおそれ自体は否定

できない。もっとも、「他人に送信する」ことが方式要件に含まれる遺

言について、虚偽の内容の録音・録画による記録を真正な遺言であると

偽るためには、当該記録に関する虚偽の送受信履歴も併せて作出する10 

必要があるところ、通常、送受信履歴は自動的かつ機械的に残されるも

のであり、その履歴の真偽については、電気通信事業者への調査嘱託等

によって把握できる通信履歴（場合によっては通信時の位置情報等も

含む。）等と対照することによっても確認することができると考えられ

る。そのため、仮にディープフェイク技術等を用いて虚偽の内容の録15 

音・録画による記録を作成することができたとしても、それを真正な遺

言が記録されたものと偽るためには、遺言と矛盾なく虚偽の通信履歴

等（送受信者の端末に残された履歴のみならず、電気通信事業者に残さ

れた履歴も含まれる。）を作出する必要が生じることととなり、「他人に

送信する」との方式要件を設けない場合と比較すると、真正な遺言であ20 

ると偽ることは困難になるものと考えられる。このような観点からは、

虚偽の内容の録音・録画による記録を作出しようとする意思が生じる

ことを防ぐ効果を期待することができ、虚偽の内容の録音・録画による

記録を作成することの防止にも一定の意義があるものと考えられる。 

加えて、ハッシュ値は、元のデータを特定の計算手順（ハッシュ関数）25 

を用いて変換し得られる固定長の値であり、電子署名を前提としたシ

ステムではなく、各種ハッシュ値の計算ツールを用いてハッシュ値を

算出することが可能であることから、送信を受けた者の端末に残され

た記録（遺言者が口頭で遺言する状況が録音・録画された記録）が添付

されたメール等を確認するとともに、同メール等に添付された当該記30 

録と、確認手続や検認手続等で用いられる記録のハッシュ値を比較す

ることにより、事後的な改ざんの有無を判断することも可能と考えら

れる。仮にメール等に添付された当該記録を端末に保存する際にプロ

パティ情報が変更され、その結果ハッシュ値が異なることがあり得る

としても、当該記録と確認手続や検認手続等で用いられる記録を再生35 

して記録内容を比較することにより事後的な改ざんの有無を確認する
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ことが可能と考えられる。このような観点からは、「他人に送信する」

との方式要件は、事後的な改ざんの有無を確認することにも一定の意

義があるものと考えられる。 

以上より、「他人に送信する」との方式要件は、口頭で遺言する状況

が録音・録画された記録が存在することとあいまって、真正性を担保す5 

る機能を有しているものと考えられる。 

(ｲ) 真意性を担保する機能 

 遺言者の使用する端末に遺言者が口頭で遺言する状況が録音・録画

された記録が保存されていた場合、当該記録が遺言の趣旨で作成され

たものであるかどうかや、遺言として効力を持たせる意思があったも10 

のとそうでないもの（例えば、言い間違いをしたため途中で中断した場

合や、記録後に翻意した場合）の区別が判然としないとも思われ、仮に

遺言者が当該記録を遺言とする意思がなかったものの、削除する暇が

なかったにすぎないような場合には、当該記録を有効な遺言として効

力を生じさせることは、かえって遺言者の意思に反する結果ともなり15 

かねない。これに対し、当該記録が他人に送信された場合であれば、上

記(ｱ)のとおり真正性が担保されることとあいまって、遺言者において、

当該記録内容を他人に伝えて遺言として効力を生じさせる意思があっ

たことが担保されるものと考えられる。 

 このような観点からは、「他人に送信する」との方式要件は、真意性20 

を担保する機能も有していると考えられる。 

(ｳ) 完成した遺言であることを担保する機能 

 上記(ｲ)記載のとおり、「他人に送信する」との方式要件は、当該記録

を他人に伝えて遺言として効力を生じさせる意思があったことが担保

されるものと考えられることを踏まえると、少なくとも遺言者におい25 

て当該遺言が完成されたものであると認識していることが担保される

ものと考えられる。 

(ｴ) 遺言の存在を他人に確知させ、確認の審判の申立てを促す機能 

 現行民法が定める船舶遭難者遺言においては、証人の一人又は利害

関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なれば、その30 

効力を生じないとされており（第９７９条第３項）、確認の審判の時期

については、死亡危急時遺言では「遺言の日から二十日以内に」とされ

ているのに対し、船舶遭難者遺言においては「遅滞なく」と規定されて

いる。「遅滞なく」とは、家庭裁判所に対し確認を請求し得るようにな

ってから速やかにという意味であり、証人については危難を脱して帰35 

還した時、利害関係人については自己に利害関係がある遺言の存在を
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知った時を基準に遅滞の有無を決すべきであると解されている。 

 船舶遭難者遺言における新たな遺言の方式についても、遺言が効力

を生じ、その内容が実現されるためには、口頭で遺言する状況が録音・

録画された記録が確実に保存されるのみならず、遅滞なく家庭裁判所

に確認の審判を申し立てて確認を得ることが必要となるところ、証人5 

の立会いを不要としている⑶ア②の方式にあっては、遺言の存在を他

人に確知させ、確認の審判の申立てを促すことが重要であると考えら

れる。 

 かかる観点からは、「他人に送信する」との方式要件は、他人に遺言

の存在を確知させるとともに、当該他人本人又は当該他人から当該遺10 

言の存在についての報告を受けた推定相続人や利害関係人に対して確

認の審判の申立てを促す機能があるものと考えられる。 

イ 「他人に送信する」との方式要件の解釈の在り方 

 (ｱ) 「他人に」の解釈の在り方 

上記ア(ｲ)(ｳ)の観点を踏まえると、インターネット上のウェブサイ15 

トや電子掲示板に投稿した場合であっても、当該遺言の内容につき他

人に伝える意思があったと整理し得ることから、電気通信事業者、イン

ターネット上のウェブサイトや電子掲示板の管理人といった者であっ

ても、「他人に」に該当すると整理する余地もあると思われる。もっと

も、上記ア(ｴ)の観点からすれば、デジタル機器が広く社会に普及し、20 

日常的に膨大な量の通信や投稿が想定される現代社会にあって、電気

通信事業者、インターネット上のウェブサイトや電子掲示板の管理人

において、投稿等された口頭で遺言する状況が録音・録画された記録の

存在を確知し、かつ同記録について確認の審判の申立てをすることは

期待しにくく、これらの者を「他人」に含まれると整理することは相当25 

でないとも考えられる。 

また、上記ア(ｴ)の観点を踏まえると、確認の審判を申し立てること

ができる者として送信を受けた者を加えることが相当である一方、不

特定多数の場合も含むこととして「他人」の範囲に特段の限定を設けな

いこととした場合においては、家庭裁判所に対して同一の記録につい30 

ての膨大な数の確認の審判の申立てがなされる余地を残すこととなり、

相当でないと考えられる。もっとも、親族等に対して一括して送信する

場合も想定されるところ、このような名宛人が特定された場合であれ

ば、多数人ではあるものの、「他人」の範囲は限定されていると考えら

れる。 35 

そうすると、「他人」とは、口頭で遺言する状況が録音・録画された
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記録を送信する際における当該送信の特定の名宛人を意味し、その人

数を問わないと整理することが考えられる。このように整理した際に

は、不特定多数人に対する送信は含まれないものの特定多数人に対す

る送信は含まれることとなるから、例えば、メーリングリストやグルー

プＬＩＮＥへの送信は、当該メーリングリストやグループＬＩＮＥに5 

参加している者という点で、特定の名宛人に対する送信であり、「他人」

の範囲は限定されていることから、特定多数人の「他人」に対する送信

と認められることとなると考えられる。 

(ｲ) 「送信する」の解釈の在り方 

例えばインターネット上のウェブサイトや電子掲示板への投稿など10 

の場合、投稿の事実は確認できるものの、投稿に用いられた端末やアカ

ウントに関する情報を直ちには確認できない場合も想定される。他人

に確認の審判の申立てを促すとの上記ア(ｴ)の観点を踏まえると、この

ような場合においてまで、投稿の名宛人とされた者その他の投稿を閲

覧した者に対し、相当の手続的負担等も生じ得る確認の審判の申立て15 

を促すことは、酷であるようにも思われる。そのため、少なくとも、送

信を受ける者、すなわち当該送信の名宛人において、当該記録が遺言者

本人から送信されたものであるかを検討して判断することを可能にす

る送受信履歴の全部又は一部につき、自己の端末から確認することが

できることが必要と考えられる。 20 

また、上記ア(ｲ)(ｳ)の観点を踏まえると、「送信する行為」は、録音・

録画により記録された口頭の遺言について、当該遺言が完成されたも

のであり、かつ当該遺言の内容を他人に伝えて効力を生じさせる意思

があったことが外形上も明らかである行為であることが必要であると

考えられる。 25 

加えて、上記ア(ｱ)の観点を踏まえると、送信されたメール等に添付

された口頭で遺言する状況が録音・録画された記録を再生することに

より、送信時における録音・録画された記録の内容と、確認の審判等が

申し立てられた記録とを比較対照することができることも重要である

と考えられることに加え、上記(ｲ)、(ｳ)及び(ｴ)の観点からは、遺言者30 

において他人に伝えて遺言として効力を生じさせる意思を有する対象

が、どの記録であるかを明確にする必要もあると思われる。 

したがって、「送信する」とは、口頭で遺言する状況が録音・録画さ

れた記録につき、他人に伝える意思が外形上明白である行為であって、

当該送信の名宛人（送信を受ける他人）において、当該記録が遺言者本35 

人から送信されたものであるかを検討し判断することを可能にする送
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受信履歴の全部又は一部を、当該名宛人の端末から確認することがで

きる行為であると整理することが考えられる。 

以上を踏まえると、㋐遺言内容を他人に伝える意思が外形上明白で

あるか、㋑送信の名宛人において、口頭で遺言する状況が録音・録画さ

れた記録が遺言者本人から送信されたかを検討し判断するために、当5 

該名宛人の端末から送受信履歴を確認できるかを検討することとなり、

これらに該当する行為であれば、用いられた端末や通信手段の種類を

問わず、他人に「送信する」に該当するものと整理することが考えられ

る。 

具体的には、遺言者が、口頭で遺言する状況が録音・録画された記録10 

につき、自己の管理するクラウド上にアップロードして保存する場合

は、他人に伝える意思の有無が判然としないと考えられることから、

「送信する」に該当せず、仮に、遺言者が当該記録の保存先のリンクを

メール等で他人に送信した場合であっても、当該記録そのものを送信

したものではないことから、「送信する」に該当しないものと考えられ15 

る。さらに、上記のとおりインターネット上のウェブサイトや電子掲示

板への投稿のような場合においては、送信を受けた特定の名宛人の端

末から当該記録の送受信履歴等を確認することができず、電気通信事

業者等に対する調査嘱託等が必要となる場合も想定されることから、

「送信する」に該当しないものと考えられる。（注１）。 20 

これに対し、インターネット上に開設された遺言者本人の管理する

ブログやフェイスブック等の遺言者本人のアカウントを用いて名宛人

が明示された投稿等が行われ、かつ当該投稿に遺言者が口頭で遺言す

る状況が録音・録画された記録が添付されていた場合については、当該

名宛人（送信を受けた者）において当該記録が添付された投稿が、遺言25 

者本人が使用しているアカウントを用いて投稿されたものであること

は分かり得ることから、少なくとも遺言者本人から送信されたもので

あるかを判断することを可能にする送受信履歴の一部を確認すること

が可能であるため、「送信する」に含まれるものと考えられる。 

なお、送受信履歴が残されることが前提となることから、通信障害等30 

により送信ができなかった場合には、仮に遺言者が自らの端末におい

て送信の操作をした場合であっても、「送信」に含まれないと考えられ

る（注２）。 

（ｳ） 小括 

以上を踏まえると、「他人に送信する」とは、特定の名宛人に対し、35 

口頭で遺言する状況が録音・録画された記録の内容を他人に伝える意
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思が明白である行為であって、当該送信の名宛人において、当該記録が

遺言者本人から送信されたものであるかを判断することを可能にする

送受信履歴の全部又は一部を、当該名宛人の端末から確認することが

可能である行為と解釈することが考えられる。（注３）（注４） 

なお、「他人に送信する」の解釈を以上のように整理した場合、その5 

解釈を可能な限り明文化し、可能な限り方式要件の意義を条文上でも

明確化すべきとの指摘が考え得る。もっとも、近年デジタル技術が急速

に発展しており、今後も新たな通信技術が開発されて普及することも

想定されることからすれば、将来的な通信手段を用いた場合にも適用

の余地を残すべく、ある程度抽象的な文言とせざるを得ないものと考10 

えられる。 

このような「他人に送信する」との方式要件の役割及び意義に関する

考え方や、解釈の在り方につき、どのように考えるか（注５）。 

 

（注１）一般に、遺言は遺言者の財産状態の開示を伴うものであり、遺言者におい15 

ても広く公開されることを忌避する傾向にあると思われることに照らすと、口

頭で遺言する状況が録音・録画された記録をインターネット上のウェブサイト

や電子掲示板へ投稿することは、国内外を含めて広く遺言者自身の財産状態を

詳らかにすることに等しく、そのような送信を認めることに対するニーズは高

くはないものとも思われ、かかる投稿を除外したとしても、送信行為の対象を20 

過度に制限しているものではないと考えられる。 

（注２）送信と同時に送受信履歴が残されることまでは必要とされないものと考え

られる。そのため、遺言者が送信操作をした時点では通信障害等で送信ができ

なかったものの、その後に通信障害等が解消された結果、時間的に乖離してい

るものの送信されて送受信履歴が残された場合であれば、「送信する」に該当す25 

ると考えられる。 

（注３）具体的には、メール、ＬＩＮＥ、ショートメッセージを用いた送信は、「他

人に送信する」に該当する。また、フェイスブック等のＳＮＳを用いた送信で

あっても、遺言者が日常的に使用しているアカウントにおいて、メンション機

能を用いて名宛人が特定されている場合や閲覧制限機能等を用いて閲覧できる30 

対象が特定の者に限られている状況において投稿された場合であれば、「他人に

送信する」に該当すると整理することが考えられる。もっとも、閲覧制限機能

により閲覧できる対象が限られていた場合であっても、例えば、閲覧制限機能

の範囲として「友人の友人まで」と設定した場合などのように、遺言者が「友

人」として閲覧を許可した者だけでなく、当該「友人」において「友人」とし35 

て閲覧許可した者についても、遺言者の投稿内容の閲覧が可能となる設定がさ
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れた場合においては、遺言者においてその範囲を明確に認識できておらず、誰

を名宛人にしているかが不明であることから、「他人に送信する」には該当しな

いと整理することが考えられる。 

（注４）デジタル技術の発展に伴って、将来的に新たな通信技術が開発され、社会

に広く普及することも考えられる。そのような新たな通信手段を用いた送信行5 

為についても、一概に否定するものではなく、当該通信手段につき、遺言内容

を他人に伝える意思が明白な行為であるか、当該記録が遺言者本人から送信さ

れたものであるかを判断することを可能にする送受信履歴の全部又は一部が当

該名宛人の端末から確認することができるか、といった観点から、「他人に送信

する」行為に該当するかを判断することになると考えられる。 10 

（注５）「他人に送信する」ことにより送受信履歴が残されることに加え、口頭で遺

言する状況が録音・録画された記録が送信されることとあいまって、上記補足

説明⑶アの意義及び役割を有するものと考えられる。そのため、メール等の文

字情報に係る電磁的記録を送信することのみでは、そもそも誰が当該文字情報

を入力したかも判然としないため、上記補足説明⑶アの意義及び役割を有する15 

とはいい難いものと思われる。そのため、本資料では、遺言者が口頭で遺言す

る状況が録音・録画された記録を送信することを前提に検討することとしてい

る。 

 

⑷ 「その使用する電子計算機を用いて」との方式要件について 20 

「その使用する電子計算機を用いて」とは、口頭で遺言する状況が録

音・録画された記録を送信するに際して、遺言者が電子計算機を用いるこ

とをいい、遺言者本人が所有する電子計算機を使用する場合のみならず、

他人が所有する電子計算機を使用する場合も含まれることと整理してい

る。なぜなら、現在において広く社会に普及しているスマートフォン等の25 

電子計算機については、勤務先から貸与された場合等使用者本人に所有

権がない場合も見受けられるところであり、前記補足説明⑶ア(ｱ)のとお

り、他人が所有するスマートフォン等の電子計算機から送信された場合

であっても、関係者の陳述等から、当該記録が遺言者本人の意思に基づい

て送信されたか否かを検討することも可能であると考えられることを踏30 

まえると、あえて遺言者本人の所有する電子計算機に限定する理由もな

いと考えられるためである。 

⑸ 確認の審判の申立権者 

現行の船舶遭難者遺言における確認の審判の申立権者は、「証人の一人

又は利害関係人」とされている（第９７９条第３項）。このような規律は、35 

船舶遭難者遺言における新たな遺言の方式においても妥当するものと考
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えられる。もっとも、本文⑶ア②の証人の立会いを不要とする在り方にお

いては、送信を受ける者が必ずしも推定相続人等の利害関係人であると

は限らないことから、本文⑶オでは、「送信を受ける者」にも確認の審判

の申立権を認めることとしている。 

もっとも、本文⑶ア②の証人の立会いを不要とする在り方においては、5 

電気通信事業者に対する調査嘱託等が必要となる可能性があり、確認の

手続において相応の手続的負担が生じ得ることからすると、利害関係の

ない送信を受けた者に確認の審判の申立てを義務付けることは相当とは

いい難いものとも思われる。そのため、送信を受けた者は、口頭で遺言す

る状況が録音・録画された記録の送信を受けたことを利害関係人に報告10 

するとともに、同記録の複製等を提供して利害関係人に確認の審判の申

立てを促すことができることとし、必ずしも自ら確認の審判の申立てを

する必要はないものとも考えられ、本文⑶オは、このような考え方を前提

としている。 

このような考え方について、どのように考えるか。 15 

⑹ 新たな遺言の方式要件における遺言者及び証人の具体的な行為 

上記⑵から⑸までの検討を踏まえると、船舶遭難者遺言における新たな

遺言の方式における遺言者及び証人の具体的な行為としては、以下のよう

に整理されるものと考えられる。 

ア 証人一人以上の立会いを要する方式（本文⑶ア➀） 20 

遺言者は、口頭で遺言することを要するが、その状況を自ら録音・録画

により記録する必要はない。遺言者が口頭で遺言する状況を録音・録画に

より記録する趣旨は、その状況を機械的に記録して正確な状況を保存す

ることにあることを踏まえると、証人や医師等の立会人が録音・録画によ

り記録することも許容されると考えられる。 25 

証人については、自らの氏名を口述することは求められておらず、文言

上は特定の行為が求められていないものの、前記⑵のとおり、遺言者が口

頭で遺言し、かつその状況を録音・録画していることを認識するとともに、

当該遺言の趣旨を記憶するのみならず、口頭で遺言している状況やその

際の周囲の状況等についても認識することが必要である。（注１）（注２） 30 

また、録音・録画により記録する対象は、「証人一人以上の立会いをも

って、口頭で遺言をする状況」であることから、少なくとも、当該録音・

録画による記録において、証人一人以上が立ち会っていることが判別で

きる程度に、証人の容姿等が撮影されている必要があるものと考えられ

る。 35 

イ 証人の立会いを不要とする方式（本文⑶ア②） 
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遺言者は、口頭で遺言することを要するが、その状況を自ら録音・録画

により記録する必要はない。例えば、遺言者の依頼を受けた利害関係人等

（第９７４条により証人となることができない者等）が、遺言者の使用す

る端末を用いて録音・録画により記録することも許容されると考えられ

る。 5 

また、前記補足説明⑶イのとおり「他人に送信する」との方式要件につ

いて、特定の名宛人に対し、口頭で遺言する状況が録音・録画された記録

の内容を他人に伝える意思が明白である行為であって、当該送信の名宛

人において、当該記録が遺言者本人から送信されたものであるかを判断

することを可能にする送受信履歴の全部又は一部を、当該名宛人の端末10 

から確認することが可能である行為と整理されることを前提とすると、

かかる行為と評価されるものであれば、送信するための端末操作そのも

のを遺言者以外の者が行ったとしても、「他人に送信する」との方式要件

に該当すると考えられる。 

例えば、遺言者の依頼を受けた利害関係人等が、遺言者の使用する端末15 

を用いて、遺言者が口頭で遺言する状況が録音・録画された記録を、遺言

者の指示する者に送信することも許されると考えられる。 

 

（注１）証人が自己の氏名を口述することについては、方式要件としては位置付け

ていない。 20 

証人が自己の氏名を口述することを方式要件とした場合には、遺言者が口

頭で遺言する状況を録音・録画した記録に、証人の容貌等が鮮明に記録され

ていたにもかかわらず、証人の氏名の口述がないことをもって方式違反とし

て無効とすることは妥当とはいい難いと考えられることなどを考慮すると、

証人が自己の氏名を口述することは、証人の立会いの事実を推認させる事実25 

の一つとして整理することで足りると考えられる。 

（注２）このような考え方に対しては、規律の文言上、証人に何らかの行為が求め

られていないため、「証人一人以上の立会い」との方式要件を遵守したか否か

の判断が難しい場合が生じうるとの指摘も考えられる。もっとも、ウェブ会

議を用いて証人が立ち会った場合には、証人が生存している可能性が高く、30 

同人の陳述等で証人一人以上の立会いがあったか否かを判断できる。また、

口頭で遺言する状況を録音・録画した記録が送信された場合には、本文⑶ア

②の方式に該当することとなる。そのため、「証人一人以上の立会い」との方

式要件を遵守したか否かの判断が難しい場合とは、証人が遺言者の面前で立

会い、遺言者が口頭で遺言する状況が録音・録画された記録が遺言者の端末35 

に保存され、かつ遺言者と証人が死亡したものの同記録が発見された場合に
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限られることとなると思われる。このような場合に関しては、録音・録画に

よる記録内容から判明する証人の言動等を踏まえて、方式要件を遵守してい

るか否かを判断せざるを得ないものと思われる。 

 

４ 死亡危急時遺言及び船舶遭難者遺言におけるデジタル技術を活用した新た5 

な遺言の方式における相続人の欠格事由等の規律（本文⑷） 

⑴ 部会資料１４－１からの変更点 

   本文⑷ア及びイ➀につき、部会資料１４－１の記載から変更はない。 

⑵ 「遺言書」の解釈について 

第８９１条の「遺言書」には、書面のみならず、死亡危急時遺言における10 

遺言の趣旨が記録された電磁的記録も含むものと整理しているものの、死

亡危急時遺言における遺言の作成過程が録音・録画された記録や、船舶遭難

者遺言における口頭で遺言する状況が録音・録画された記録は含まれない

ものと考えられることから、「死亡危急時遺言における新たな方式若しくは

船舶遭難者遺言に新たな方式により録音・録画された記録を不正に作り、破15 

棄し、又は隠匿した者」との文言を加えることとしている。（注） 

また、録音・録画された記録については、書面や遺言の趣旨が記録された

電磁的記録と異なり作成名義人が存在しないことから、第８９１条第５号

に規定された「偽造」や「変造」には該当しないものの、遺言者が死亡の危

急に迫っており、意思表示すらできない状態であることを利用して、相続人20 

が発議して遺言者の関与なく死亡危急時遺言又は船舶遭難者遺言における

録音・録画された記録を作成した場合や、方式を遵守して作成された死亡危

急時遺言又は船舶遭難者遺言に対して遺言者に無断で録音・録画された記

録を編集して加除訂正その他の変更を加えた場合には、実質的に書面の場

合の「偽造」や「変造」と異なるところはないことから、かかる場合は「不25 

正に作り」に該当するものと整理し、欠格事由に該当することとしている。 

⑶ 新たな方式における「破棄」及び「隠匿」について 

 現行規定における「破棄」とは、遺言の効力を消滅させるような行為のす

べてであり、遺言書を完全に毀滅させたり、判読できない程度に塗抹したり

した場合だけでなく、前に書かれた遺言書の日付をその後に書かれた遺言30 

書の日付以後に書き換えた結果、第１０２３条の「撤回」になる場合も破棄

に当たるとされており、「隠匿」とは、遺言書の発見を妨げるような状態に

おくことをいうとされているところ、新たな方式における「破棄」や「隠匿」

も同様に考えることができるものと思われる。 

  そのため、端末に保存された遺言内容が記録された電磁的記録や録音・録35 

画による記録を削除又は消去した場合においては、「破棄」又は「隠匿」に
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該当し得る場合があると考えられる。 

もっとも、複数の同一内容のデータが存在することが容易に想定される

電磁的記録においては、例えば、遺言内容が記録された電磁的記録をコピー

するなどして複数保存していた場合において、そのうちの一つを発見しや

すい箇所（例えばデスクトップなど）に保存し、残りを削除又は消去するよ5 

うな場合においては、遺言の効力を消滅させるような行為ではなく、遺言の

発見を妨げるようなものでもないため、「破棄」や「隠匿」に該当しないも

のと考えられる。 

いずれにせよ、死亡危急時遺言及び船舶遭難者遺言における新たな方式

についての「破棄」や「隠匿」については、遺言内容が記録された電磁的記10 

録や録音・録画による記録の保存態様、同記録と同一内容の電磁的記録の有

無等を踏まえつつ、第８９１条第５号の趣旨に照らして、同号の「破棄」又

は「隠匿」に該当するか否かを個別具体の事例において判断することになる

と考えられる。 

 15 

（注）民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和４年法律第４８号）による改正後の

民事訴訟法第２５２条では、主文や事実等を記録した電磁的記録を「電子判決書」

という旨規定されている。 

 

 ⑷ 船舶遭難者遺言における成年被後見人の遺言の規定の準用について 20 

 デジタル技術を活用した新たな遺言の方式を創設することに伴い、成年

被後見人が遺言をする場合の規律については、後述する第５の１⑴のとお

りの規律を設けることが考えられるところ、船舶遭難者遺言における新た

な遺言の方式においては、書面又は文字情報に係る電磁的記録を作成する

ことが方式要件とされておらず、口頭で遺言する状況が録音・録画された記25 

録が存在するのみであることから、遺言者が遺言をする時において精神上

の理由により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を、医師が書面

又は記録に「記載する」ことや「記録する」ことはできない。 

 そこで、本文⑷イ②のとおり、立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時

において精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨30 

を書面に記載し、又は電磁的記録に記録して、これに署名し、又は法務省令

で定める署名に代わる措置をとらなければならないこととしている。（注

１）（注２） 

 

（注１）現行民法における船舶遭難者遺言は、証人が遺言の趣旨を筆記することとさ35 

れており（第９７９条第３項）、筆記は、その場でする必要はなく、船舶遭難の状
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態が止んでからでよいと解されている。また、成年被後見人の遺言は、医師が、

遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状

態になかった旨を遺言書に付記して署名押印することとされている（第９７３条）。

そのため、遺言者が口頭で遺言する機会と医師が付記する機会が時間的に離れて

いることも許容しているものと思われる。 5 

（注２）医師については、証人と異なり、ウェブ会議等を用いての立会いを認めてい

ない。成年被後見人の遺言において立会いを要する医師は、遺言者が遺言をする

際において判断能力喪失の状態になく判断能力が回復していることを確認する必

要があるところ、そのためには、医師は、当該遺言者が口頭で遺言する状況のみ

ならず、口頭で遺言をする直前直後の状況（遺言作成を決意した経緯、端末等の10 

操作状況等）も踏まえつつ判断する必要があると考えられる。 

  

５ 死亡危急時遺言及び船舶遭難者遺言におけるデジタル技術を活用した新た

な遺言の方式における検認手続等の規律（本文⑸） 

⑴ 検認手続と確認手続の関係 15 

  遺言は、公正証書遺言及び遺言書保管所により保管されている自筆証書

遺言書を除き、家庭裁判所の検認を経なければならないと規定されており

（第１００４条）、検認とは、遺言の執行前において遺言書の状態を確証し、

後日における偽造もしくは変造を予防し、その保全を確実ならしめる目的

のものであり、その実質は、遺言書の形式・態様など遺言の方式に関する一20 

切の事実を調査して遺言書そのもの状態を確定し、その現状を明確にする

点にある手続であるとされている。検認手続は、遺言が遺言者の真意にでた

ものであるかどうかを判定する確認手続とは内容を異にしており、確認を

受けた遺言であっても、検認を受けなければ執行できないと解されている。 

死亡危急時遺言及び船舶遭難者遺言におけるデジタル技術を活用した新25 

たな方式を採用した場合にあっても、このような現行規定における検認と

確認の関係を維持することを想定している。もっとも、新たな方式により遺

言をする場合は、死亡危急時遺言においては文字情報に係る電磁的記録が、

船舶遭難者遺言においては録音・録画された記録が、それぞれ存在すること

となり、複製や記録の共有が容易であることに照らすと、複数人が同一の記30 

録を保管している場合も容易に想定されることから、かかる観点からの整

理が必要となると思われる。 

⑵ 検認義務者の範囲 

ア 現行民法における規律 

 遺言の検認義務者については、「遺言書の保管者は、相続の開始を知っ35 

た後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなけれ
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ばならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見

した後も、同様とする。」（第１００４条第１項）と規定されている。保管

者は、遺言者から遺言書の保管を託された者だけでなく、事実上保管して

いる者も含むとされており、相続人の提出・検認義務は保管者のない遺言

書を発見した場合に限られるとされている。これらの義務者が遺言書の5 

提出を怠り、検認を経ないで遺言を執行した場合には、５万円以下の過料

に処されることとされている（第１００５条）。  

イ 新たな遺言の方式における検認義務者の範囲 

上記アの現行民法における規律は、死亡危急時遺言及び船舶遭難者遺

言における新たな遺言の方式にも妥当するものと考えられる。 10 

 なお、本文⑸ア➀においては、検認義務者は、あくまで遺言書及び本文

⑶アの口頭で遺言する状況が録音・録画された記録の「保管者」であると

しており、船舶遭難者遺言における新たな遺言の方式の「送信を受けた者」

は、当然に「保管者」に含まれることとしている。もっとも、船舶遭難者

遺言における新たな遺言の方式の証人を不要とする在り方においては、15 

特定多数人に送信されることも想定され、当該遺言に利害関係がなく、か

つ確認の審判の申立てもしていない多数の者に対し、検認義務を負わせ

ることが相当とはいい難いとの指摘も考え得る。また、上記⑴のとおり、

電磁的記録については、複製や記録の共有が容易であり、複数人が同一の

記録を保管している場合も容易に想定されることを踏まえると、複製等20 

された同一の記録の一つにつき検認の手続が行われた場合においては、

もはや同一の記録の他の保管者において検認義務を負わせる実益にとぼ

しいと考えられる。そこで、本文⑸ア②では、検認義務の規律である第１

００４条第１項の規定は、⑶アにより遺言をした場合において、同記録の

保管者の一人が検認の請求をしたときは、その他の保管者については、適25 

用しない旨を規律することとしている。 

 このように整理することについて、どのように考えるか。 

ウ 検認の対象 

(ｱ) 現行民法における規律 

 検認の対象となる「遺言書」とは、抽象的には、公正証書遺言及び遺30 

言書保管所により保管されている自筆証書遺言書を除くすべての遺言

書である。もっとも、検認は、後日における偽造もしくは変造を予防し

その保全を確実ならしめるための手続であり、当該遺言が方式上ある

いは実体上有効か否かを判断することは検認手続の審理外のことであ

ることから、当該遺言書が有効であるか否かを顧慮することなく見分35 

等をする必要があるとされている。すなわち、方式に違背する遺言書は
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もとより、撤回された遺言書も検認の対象となる。また、実体上無効と

される遺言書（被相続人に遺言能力がない場合や、遺贈の客体が存在し

ない場合など）についても検認の申請を却下できないし、完全に内容の

重複一致する遺言書についても検認しなければならない。さらに、家庭

裁判所の確認を経た遺言書も検認の対象とされなければならないとさ5 

れている。 

(ｲ) 新たな遺言の方式における検認の範囲 

死亡危急時遺言及び船舶遭難者遺言における新たな遺言の方式にお

いても、上記の検認の対象に関する規律は妥当するものと考えられる。 

 もっとも、新たな遺言の方式においては、遺言内容が記載又は記録さ10 

れた「遺言書又は⑶アの録音・録画された記録」以外にも、遺言状況が

録音・録画された記録（本文⑵ア柱書）や、医師において、遺言者が遺

言をする時において精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く状

態になかった旨記載された書面又は記録された電磁的記録（本文⑷イ

②）が存在することとなる。 15 

このような、「遺言書又は⑶アの録音・録画された記録」以外の記録

等については、遺言の内容そのものを記載又は記録したものではない

ものの、遺言の方式を遵守するためには必要不可欠な書面又は記録で

あることから、検認の対象とすべきであると整理することも考え得る。 

 もっとも、検認は、遺言書の偽造・変造を防ぎ、かつ遺言書を確実に20 

保存するための検閲・認証手続であることや、現行民法においても方式

に違背する遺言書も検認の対象とされていることなどを踏まえると、

検認の対象は、あくまで遺言内容が記載又は記録された「遺言書又は⑶

アの録音・録画された記録」であれば足り、それ以外の書面又は記録に

ついては、検認の対象とはならないと整理することも考えられ、このよ25 

うな整理を踏まえて、本文⑸➀の記載をしている。そのため、遺言状況

が録音・録画された記録（⑵ア柱書）や、医師において、遺言者が遺言

をする時において精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く状態

になかった旨記載された書面又は記録された電磁的記録（本文⑷イ②）

については、検認を要しないこととなると考えられる。（注１） 30 

 もっとも、このような整理をした場合であっても、遺言状況が録音・

録画された記録（⑵ア柱書）や、医師において、遺言者が遺言をする時

において精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く状態になかっ

た旨記載された書面又は記録された電磁的記録（本文⑷イ②）について

も、確実に保存することが好ましいことには変わりはない。そこで、家35 

事事件手続規則等において、これらの書面又は記録を併せて提出する
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こととする規律を設けることや、特段の規律は設けないものの、遺言者

が任意にこれらの書面又は記録を提出した場合には、裁判官の裁量に

よって「遺言書又は⑶アの録音・録画された記録」と併せて保存するこ

とも許容されるとすることも考えられる。（注２） 

 このような考え方について、どのように考えるか。 5 

 

（注１）船舶遭難者遺言における新たな遺言の方式の証人を不要とする在り方に

おいては、録音・録画された記録を他人に送信することとされているところ、

遺言者が作成した元の記録は、遺言者の端末に保存され、その複製がメール

等に添付されて送信されることとなるとも整理し得る。そうすると、検認の10 

対象である「遺言書又は⑶アの録音・録画された記録」については、死亡危

急時遺言における文字情報に係る電磁的記録や船舶遭難者遺言における録

音・録画による記録については、複製された記録であっても該当するものと

整理せざるを得ないとも考えられる。 

（注２）仮に家事事件手続規則等にこのような規律を設けた場合であっても、そ15 

の取扱いは、裁判官の裁量に委ねられることとなると思われ、仮にこれらの

書面又は記録を提出しない場合であっても、検認が却下されるものではない

ものと考えられる。 

 

⑶ 「封印のある遺言書」について 20 

「封印のある遺言書」（第１００４条第３項）とは、封に押印のある遺言

書の意味であり、単に封入されている遺言書は含まれないと解されている。

死亡危急時遺言においては文字情報に係る電磁的記録、船舶遭難者遺言に

おいては録音・録画された記録が存在することなるところ、各記録を閲覧す

るに際してパスワード設定がされている場合も想定されないではないが、25 

そのような場合については、「封印」には該当しないものと整理している。

なぜなら、紙媒体の遺言書が封印されていた場合には、その形状（大きさ、

厚み等）や封紙の記載等から、封紙内に遺言書が存在する蓋然性を推測でき

るものの、上記各記録については、ファイル名のみから記録内容を推測でき

るとは限らず、その内容を閲覧せざるを得ない場合も考えられる。 30 

そのため、仮に上記各記録を閲覧するに際してパスワード設定がされて

いた場合であっても、「封印」には該当しないものと整理している。 

 

第５ その他 

１ 成年被後見人の遺言 35 

 ⑴ 民法第９７３条（成年被後見人の遺言）について、以下のような規律に
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改めるものとする。 

  ア 特定補助人を付する処分の審判を受けた者が事理を弁識する能力を

一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがな

ければならない。 

  イ 遺言（保管証書又は秘密証書によるものを除く。）に立ち会った医師5 

は、遺言者が遺言をする時において精神上の理由により事理を弁識す

る能力を欠く状態になかった旨を遺言書に記載し、又は記録して、これ

に署名し、又は法務省令で定める署名に代わる措置をとらなければな

らない。 

ウ 保管証書による遺言に立ち会った医師は、イに規定する旨を遺言書10 

保管官に申述しなければならない。 

エ 秘密証書による遺言に立ち会った医師は、その封紙にイに規定する

旨の記載をし、署名しなければならない。 

 ⑵ 遺言書保管法において、以下のような規律を設けるものとする。 

   遺言書保管官は、申請人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認15 

めるときは、法務省令で定めるところにより、遺言書保管官及び医師が映

像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をするこ

とができる方法によって、⑴ウによる申述をさせることができる。 

２ 遺言の証人及び立会人の欠格事由 

民法第９７４条（証人及び立会人の欠格事由）の規律を以下のように改め20 

ることで、どうか。 

次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができないものとす

る。 

 ① （略）【第９７４条第１号と同じ】 

② 推定相続人並びにその配偶者及び直系血族 25 

③ 受遺者（推定相続人である者を除く。以下③において同じ。）並びにそ

の配偶者、直系血族及び被用者（受遺者が法人である場合にあっては、受

遺者の被用者及び役員） 

④ （略）【第９７４条第３号と同じ】 

３ 所要の整備 30 

その他所要の整備をするものとする。 

 

（補足説明） 

１ 成年被後見人の遺言 

 ⑴ 部会資料１４－１からの変更点 35 

部会資料１４－１から実質的な内容に変更はない。 
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 ⑵ 前回会議での指摘についての考え方 

   前回会議では、成年被後見人が保管証書遺言をする場合について、医師が

どの場面で立会いが求められるのかとの指摘があった。 

   この点について、保管証書遺言においては、遺言者は、自ら遺言の全文を

記載し、又は記録することが求められるものではない一方で、遺言の真意性5 

等を担保するため、本人確認の後、遺言の全文の口述が求められるのである

から、その口述の際に、医師が立会いをすることが求められると考えられる。

そのため、医師は、その口述の際、遺言者が精神上の理由により事理を弁識

する能力を欠く状態になかった旨を遺言書保管官に申述しなければならな

いものと考えられる（注）。 10 

 

   （注）秘密証書遺言については、その性質上、封書を公証人の前に提出した時に事理

を弁識する能力を欠く状態になかった旨判断されれば足りることから、その際

に医師が立ち会うものと解されている。 

 15 

２ 遺言の証人及び立会人の欠格事由 

 ⑴ 前回からの変更点 

部会資料１４－１では、「受遺者の被用者（受遺者が法人である場合にあ

っては、被用者及び役員）」を欠格事由とすることを提案していたが、後記

⑵ウのとおり、その被用者が欠格事由となるのは、受遺者のうち推定相続人20 

に当たらないものに限ることが相当であるとも考えられることから、「受遺

者」について、「推定相続人に当たる者を除く。」との限定を付す旨の修正を

している。 

 また、この修正に伴い、改正後の第９７４条の規律の全体像を明らかにす

るため、受遺者に関する規律以外の規律も本文に記載している（第９７４条25 

第１号及び第３号並びに第２号のうち推定相続人に関する規律を変更する

ものではない。）。 

⑵ 受遺者の被用者を遺言の証人及び立会人の欠格事由とすることについて 

ア 前回会議では、受遺者の被用者を証人等の欠格事由に追加することに

関し、その受遺者の被用者が遺言者に働き掛けて受遺者に有利な遺言を30 

させることを防止する必要性がある点に異論はなかったものの、「被用者」

の範囲が明確でなければ、証人等が欠格事由に該当することにより遺言

が無効となる事案が増加するのではないかとの指摘及び欠格事由の範囲

が拡大することで適切な証人等を確保することが困難になるのではない

かとの指摘があった。 35 

イ このうち、適用範囲の明確性に関しては、被用者の解釈について具体例
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を挙げて適用範囲を明確にする必要があるとの指摘があったほか、遺言

者がきちんと理解し得る形でのルールを周知する必要があるとの指摘が

あった。 

 まず、受遺者の「被用者」を欠格事由とした場合に、いかなる範囲の者

が「被用者」に該当するかは最終的には解釈に委ねられることとなり、そ5 

の際には、受遺者が被用者を通じて遺言者に不当な影響を与えることを

防止するという目的や、その適用範囲の明確性等が考慮されることにな

ると考えられる。もっとも、欠格事由のある者が証人等となったことが遺

言の無効事由の一つであることからすると、その適用範囲は、遺言の時点

で遺言者にとって明確であることが重要であるとも考えられる。このよ10 

うな観点を踏まえると、受遺者の「被用者」には、受遺者との間に直接の

雇用関係にあることを要することが必要であるとも考えられる。このよ

うに考えた場合には、事実上の指揮命令関係にある者や受遺者の子会社

との間で雇用関係を有するにとどまる者は欠格事由に該当しない一方で、

アルバイトの従業員や、他社に派遣されている労働者であっても派遣元15 

との間でなお雇用関係がある者は、受遺者との雇用関係がある以上、欠格

事由に該当すると解釈することになると考えられる。このような考え方

のほか、受遺者が被用者を通じて遺言者に不当な影響を与えることを防

止するという目的を重視すると、雇用関係に当たらない委任関係にある

者等も「被用者」に含まれるとの解釈も考えられるところであるが、その20 

ような場合でも、被用者に該当するか否かは遺言の作成時点で判断され

るものである以上、受遺者との関係で定型的、類型的に判断されることに

なると考えられる。（注１、２） 

 以上のような観点からは、被用者との文言に代えてより限定的な意義

を有する文言を用いることも考えられるものの、「被用者」との文言は、25 

公証人法第３５条第３項第５号にもあることからすると、これと異なる

規律を設けることは利用者にとって複雑となることから相当でなく、新

たに民法に規定する遺言の証人等の欠格事由としての「被用者」の文言の

解釈について明確にすることが有益であるとも考えられ、この点につい

ては、当部会での議論等を踏まえ、適切に周知する必要があると考えられ30 

る。 

 また、この点に関し、前回会議では、欠格事由を厳格にしても、あえて

別会社の従業員を証人等とするなどして規制をすり抜けることができ、

欠格事由を拡大する実益は乏しいのではないかとの指摘があった。これ

に対しては、規制をかいくぐる者がいるとしても、受遺者の被用者が証人35 

等となることが遺言者に不当な影響を及ぼす危険のあるものであること
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を明らかにする意義があるとの指摘もあった。前記のとおり、欠格事由の

適用範囲は、遺言の時点で遺言者にとって明確である必要があること、欠

格事由に関する定めをかいくぐる形で、受遺者に有利な遺言がされた場

合には、遺言能力の有無や、公序良俗違反等の他の遺言の無効事由による

判断に際して、そのような事情が考慮され得ることになることからする5 

と、悪意をもって欠格事由を回避するような事例が生じ得ることを理由

に被用者に欠格事由を拡大する意義が失われるものではないとも考えら

れる。 

ウ 次に、前回会議では、欠格事由を拡大することにより適切な証人等を確

保することが困難となるのではないかとの指摘があったところ、欠格事10 

由を拡大する以上、一定の範囲で証人等を確保しにくくなる面は否定で

きない。特に、遺言者が推定相続人に対する遺贈をする場合にも欠格事由

を拡大することとすると、推定相続人に承継させることを前提とする遺

言に際し証人等を確保しにくくなることから、受遺者が推定相続人であ

る場合に、その被用者を欠格事由とすることは相当ではないとも考えら15 

れる。また、前記のとおり、推定相続人が雇用により遺言者の身の回りの

世話をする者が遺言の証人等となるケースなど、推定相続人が受遺者と

なる場合における被用者と遺言者との関係には様々なものがあることか

らすると、一律に受遺者の被用者であることをもって遺言に関与するこ

とが適切でないということはできないとも考えられる。 20 

 そこで、前記⑴のとおり、その被用者が欠格事由に該当する受遺者から、

推定相続人である者を除くものとすることで、推定相続人に対する遺贈

がされる場合に、その被用者は欠格事由に該当しないものとする旨の修

正をしている。 

 また、前回会議では、受遺者の被用者が遺言者に働き掛けて受遺者に有25 

利な遺言をさせることを防止する必要性がある点に異論はなかったとこ

ろ、身元保証事業者の中には利用者からの遺贈等を受ける方針の業者が

一定数存在するとの指摘もあった（注３、４）。このように、遺言の作成

手続の適正を確保するため、受遺者の被用者が関与することを防止する

必要が高いことを踏まえると、これにより、証人等を確保しにくくなる面30 

があることは、やむを得ないとも考えられる。また、推定相続人ではない

者に対する遺言において、受遺者の被用者が証人等となるのは、多くの場

合、受遺者が、その被用者を紹介し又は手配したためであると想定できる

ことからすると、これを防止することによって、過度に証人等が確保しに

くくなるということはできないとも考えられる。 35 

 以上のほか、前回会議では、第９７４条は、特別方式の遺言にも準用さ
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れるところ（第９８２条）、死亡危急時遺言や船舶遭難者遺言を念頭に、

同条とは異なる規律を設けるべきではないかとの指摘があった。しかし、

死亡危急時遺言等は、遺言者の口頭により遺言が行われ、遺言の証人がそ

の趣旨を遺言書に記載することとされており、証人は、遺言書の記載が真

実遺言者の意思によるものであり、また、真意に基づきされていることを5 

明らかにする点で、特に遺言の内容に利害関係を有しない立場にあるこ

とが必要であるとも考えられる。そうすると、死亡危急時遺言等について、

証人等の欠格事由を緩和することは相当でなく、また、推定相続人以外の

者が遺贈を受ける場合には、被用者を通じて遺言の内容に影響を与えな

いように配慮すべきであるとも考えられる。 10 

エ 以上を踏まえ、上記⑴のとおり、その被用者が欠格事由となる受遺者の

範囲を限定することとしつつ、被用者が遺言の証人等となることができ

ないとの規律を設けることが相当であるとも考えられるが、どうか。 

⑶ 受遺者が法人である場合の役員を遺言の証人等の欠格事由とすることに

ついて 15 

前回会議では、受遺者が法人である場合に、その役員を遺言の証人等の欠

格事由とすることについて、異論はなかった。そこで、代表権の有無や業務

執行を行っているか否かに関わらず、受遺者の役員を遺言の証人等の欠格

事由とすることとしている。 

 なお、前回会議でも議論のあったとおり、現行法上、第９７４条には証人20 

等の欠格事由を限定的に列挙しているものと解され、受遺者が法人である

場合には代表権を有する取締役等の役員も含め、遺言の証人等の欠格事由

に該当するということはできないと考えられるところ、仮に類推適用によ

り受遺者の役員が遺言の欠格事由に当たると解する場合には、かえって遺

言者の意に反して遺言が無効となる事態を増加させることになるとも考え25 

られる。このような観点からすると、受遺者が法人である場合の欠格事由の

範囲を明文化することが相当であるとも考えられる。（注５） 

 

（注１）第９７４条第３号の「公証人の書記及び使用人」は、当該公証人と雇用関係

にあるか否かによって判断されると解釈されている（蕪山嚴ほか「遺言法体系Ⅰ30 

〔補訂版〕」２４２頁、本山敦編著「逐条ガイド相続法―民法８８２条～１０５０

条―」２９６頁）。 

（注２）民法第７１５条では、不法行為の使用者責任について、「ある事業のために他

人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償

する責任を負う。」と規定しており、判例上、「本条の被用者とは、報酬の有無、35 

機関の長短を問わず、広く使用者の選任によりその指揮監督の下に使用者の経営



 

 

- 44 - 

 

する事業に従事する者を指す。」などと解釈され、例えば、元請負人は、下請負人

が使用している第三者の不法行為について責任を負う場合があるとされている

（大審院大正６年２月２２日判決・民録第２３号２１２頁、最高裁昭和３７年１

２月１４日判決・民集第１６巻１２号２３６８頁等）。もっとも、不法行為の使用

者責任の規定における「被用者」は、被害者の保護のため、使用者の経済活動に5 

伴う事故については、使用者が損害賠償責任を負担すべきであるとの報償責任（一

定の結果が実現したという場合、その結果を生み出すような活動から利益を得て

いる者がいるとすれば、その者が損害についても負担すべきであるという考え方

をいう。）ないし危険責任（危険な物を作りだしたり、保有あるいは所有したりし

ている者に責任を負わせようという考え方をいう。）の観点から解釈がされており、10 

このような観点から、直接の雇用関係にない場合であっても、事実上指揮命令関

係にあるときには「被用者」に当たる場合があると解釈されている（窪田充見著

「不法行為法 民法を学ぶ（第２版）」１０頁、２０６～２０９頁）。 

 そうすると、同じ「被用者」との文言であっても、遺言者に対する不当な影響

を排除する観点に加え、事後的に遺言が無効になることによる事態を防止するた15 

め、その適用範囲を明確にすることが求められる民法第９７４条の「被用者」に

ついては、異なる解釈をすることが許容されるとも考えられる。 

（注３）本文記載のほか、内閣官房等が令和６年６月に取りまとめた「高齢者等終身

サポート事業者ガイドライン」では、高齢者等終身サポート事業者が利用者から

遺贈を受けようとする場合、主な利用者が判断能力の低下が懸念される場合もあ20 

り得る高齢者が中心であること、事業者にとっては、サービス提供に係る費用を

かけなければ、将来、遺贈を受けられる財産の額がその分増大することになると

いう利益相反的な状況になり得ることから、利用者の死後に相続人との間で、利

用者の遺言能力の有無等をめぐってトラブルが生じやすいとの指摘や、利用者か

ら遺贈先の相談を受ける場合には、真に利用者の意思による自発的な遺贈先の選25 

択を促すことが望ましいとの指摘等がされている。（同ガイドライン１８頁～２１

頁） 

 また、総務省行政評価局が令和５年８月に公表した「身元保証等高齢者サポー

ト事業における消費者保護の推進に関する調査 結果報告書」では、身元保証等

高齢者サポート事業者に関し、利用者からの寄付・遺贈が、利用者の自由な意思30 

に基づかないような場合には、利用者本人との間のみならず、遺族や相続人との

間でもトラブルの原因となり得るとの指摘がされ、また、地方公共団体等への調

査において、以下のように、利用者は親族に遺産相続をさせたい意思があったが、

遺言書に事業者に対して財産を遺贈する旨が記載されるなど、遺言書の内容が本

人の意思と異なっており、当該寄付・遺贈が本人の自由な意思に基づかないもの35 

であると考えられる例がある旨が紹介されている。（同報告書４４頁～４７頁） 
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・利用者が事業者と財産管理に関する契約を締結した際に、事業者から言われるが 

ままに、利用者の死後、全財産を事業者に遺贈するという内容の遺言書を作成さ

せられたという相談があった。地域包括支援センターが利用者の意思を確認した

ところ、親族に遺産を相続させたいため、遺言書の内容を修正したいと考えてい

た。このため、当市町村は弁護士に相談し、遺言書について利用者の意思に沿っ5 

た内容に作成し直した。なお、利用者については、判断能力が不十分になってき

ていたことから、成年後見の申立てを行った。 

・介護施設等に入所するに当たって事業者と契約を締結した高齢者について、当該

高齢者が入所する施設が、当該高齢者の財産を全額寄附するよう求める内容の手

紙が事業者から届いたことを不審に思い、弁護士に相談したことがあった。 10 

 施設からの相談を受け、弁護士が調査を行うと、既に遺言書が作成されており、

当該高齢者が保有する財産の管理や運用、処分をする権利を当該高齢者の親族に

与えていたが、重度障害者であるため、事業者に財産管理等の権利を再付与し、

最終的に事業者が財産を受け取る内容となっていた。このため、弁護士が遺言書

を修正し、事業者との契約も解除した。 15 

（注４）遺贈に関する事案ではないものの、裁判例には、身元保証等高齢者サポート

事業者が利用者との間で身元保証契約とともに締結した死因贈与契約が、その内

容及び締結の経緯に照らすと、「いわば社会的弱者とされる高齢者に身元保証を提

供する代わりに合理的な理由もないままその死亡時の不動産を除く全財産を無償

で譲渡させることにより控訴人が利益を得るものであって暴利行為と評し得るも20 

のであり、その効力をそのまま承認することは社会正義にもとる結果となるから、

公序良俗に反し無効というべきである」と判示したものがある（名古屋高裁令和

４年３月２２日判決（公刊物未搭載・ＴＫＣ25592408））。 

（注５）受遺者が法人である場合に法人の代表者や代表者以外の役員について、証人

となることはできないと解すべきとの見解がある（前掲・蕪山ほか 242頁）。もっ25 

とも、第９７４条は、欠格事由に該当する者を制限的に列挙したものとされてお

り（前掲・新版注釈民法(28)１２４頁〔久貴忠彦〕、前掲本山２９６頁）、受遺者が

法人である場合の法人の代表者等について、欠格事由に当たると解釈することは

困難であると考えられる。 

 30 

３ 所要の整備 

本文記載のとおり見直しをする場合には、それに伴って一定の整備が必要

となると考えられるため、所要の整備をするものとすることを提示している。 

その際、自筆証書遺言書を遺言書保管所において保管する場合の保管、証明

等の手続についても、遺言者等の利便性を図る観点から、保管証書遺言書に35 

関する手続と併せて、ウェブ会議の方法による本人確認を認める、遺言書情
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報証明書の電磁的記録の提供請求を認めるなどの規定を設けるものとするこ

とが考えられるが、この点についてどのように考えるか。   

 

（後注）細則を法務省令で定めることが予定されている本文の規律は以下のとおりである。 

    １ 民法関係 5 

 ⑴ 保管証書遺言 

  ・遺言者が、遺言の全文（電磁的記録に記録された証書にあっては、遺言の全

文及び氏名）が記載され、又は記録された証書について、署名又はこれに代わ

る措置として法務省令で定めるものを講ずること。（本文第１の１⑵ア(ｱ)①） 

    ・ア(ｱ)②及びイにかかわらず、遺言書保管官が保管証書と一体のものとして10 

記載され、又は記録された相続財産の全部又は一部の目録を遺言者に閲覧さ

せることその他の法務省令で定める措置を講ずるときは、その目録について

は、ア(ｱ)②の口述又はイによる通訳人の通訳による申述若しくは自書を要し

ない。（本文第１の１⑵ウ） 

⑵ 成年被後見人の遺言 15 

   ・遺言（保管証書又は秘密証書によるものを除く。）に立ち会った医師は、遺

言者が遺言をする時において精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く

状態になかった旨を遺言書に記載し、又は記録して、これに署名し、又は法

務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。（本文第５の１⑴

イ） 20 

 ２ 遺言書保管法関係 

  ⑴ 保管の申請手続 

    ・①の申請に係る保管証書遺言書は、法務省令で定めるところにより作成し

たものでなければならない。（本文第１の１⑵エ(ｱ)②） 

・①の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、保管25 

証書遺言書、申請情報及び添付情報を遺言書保管官に提供しなければなら

ない。（本文第１の１⑵エ(ｱ)③） 

  ⑵ 外国語による保管証書遺言書の保管の申請手続 

・(ｱ)に加え、申請人は、保管証書遺言書の遺言の全文が外国語により記載

され、又は記録されている場合には、その遺言の全文の日本語による翻訳文30 

の遺言書保管官への提供及びア(ｱ)②の口述（当該口述に代えてするイの通

訳人の通訳による申述又は自書を含む。以下同じ。）の通訳をさせる措置そ

の他の当該口述がされたことを遺言書保管官において確認するために必要

な措置として法務省令で定めるものを講じなければならない。（本文第１の

１⑵エ(ｲ)） 35 

  ⑶ 本人確認、口述の手続 
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・遺言書保管官は、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申

請人が本人であるかどうかの確認をするため、出頭を求め、当該申請人を特

定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す資料の提示

若しくは提供又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。（本文

第１の１⑵エ(ｳ)①） 5 

・遺言書保管官は、申請人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認め

るときは、①にかかわらず、法務省令で定めるところにより、遺言書保管官

及び申請人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら

通話をすることができる方法によって、①に規定する提示若しくは提供又は

説明をさせることができる。（本文第１の１⑵エ(ｳ)②） 10 

・遺言書保管官は、申請人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認め

るときは、法務省令で定めるところにより、遺言書保管官及び申請人（遺言

書保管官が通訳人に通訳をさせる場合にあっては、遺言書保管官並びに申請

人及び当該通訳人）が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識し

ながら通話をすることができる方法によって、ア(ｱ)②の口述又は(ｲ)の通訳15 

をさせることができる。（本文第１の１⑵エ(ｳ)③） 

⑷ 遺言者による保管証書遺言書等の閲覧請求等 

・遺言書保管官は、請求人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認め

るときは、法務省令で定めるところにより、遺言書保管官及び請求人が映像

と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが20 

できる方法によって、アの遺言書保管ファイル及びイの閉鎖遺言書保管ファ

イルの記録の閲覧をさせることができる。（本文第１の２⑴エ） 

       ⑸ 保管証書遺言書の保管の申請の撤回 

・遺言書保管官は、遺言者が３⑴の撤回をしたときは、遅滞なく、遺言書保

管所に保管している保管証書遺言書（書面に限る。）を返還しなければなら25 

ない。この場合において、遺言書保管官は、遅滞なく、管理しているその保

管証書遺言書に係る情報を遺言書保管ファイルから消去するとともに、当該

情報その他法務省令で定める情報を、閉鎖遺言書保管ファイルに記録しなけ

ればならない。（本文第１の３⑶） 

以上 30 


